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平成２７年宇治田原町総務産業常任委員会 

平成２７年７月２１日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 事 日 程（１の１） 

（建設・環境課、産業振興課、上下水道課所管分） 

 委員長挨拶 

 理事者挨拶 

 日程第１  第２四半期の事業執行状況 

       ○建設・環境課所管 

       ○産業振興課所管 

       ○上下水道課所管 

 日程第２  各課所管事項報告 

       ○建設・環境課所管 

        ・宇治田原町地球温暖化防止実行計画【事務事業編】（第２期）進捗状 

         況について 

        ・宇治田原町第２期環境保全計画の進捗状況について 

       ○産業振興課所管 

        ・観光振興計画（アンケート調査結果報告書）について 

        ・大福茶園再造成事業について 

        ・プレミアム商品券の忚募状況について 

 日程第３  その他 

 

議 事 日 程（１の２） 

（総務課、企画・財政課、税務・会計課所管分） 

 日程第１  継続審査 

       ○議案第４８号について 

 日程第２  第２四半期の事業執行状況 

       ○総務課所管 

       ○企画・財政課所管 

 日程第３  各課所管事項報告 
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       ○企画・財政課所管 

        ・「宇治田原町個人情報保護条例」の改正予定について 

        ・宇治田原町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る進捗状況につ 

         いて 

        ・平成２７年度公共事業等の施行状況について 

       ○税務・会計課所管 

        ・平成２７年度 町税徴収実績について 

 日程第４  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長    １１番  谷 口 重 和  委員 

      副委員長    ２番  内 田 文 夫  委員 

              １番  稲 石 義 一  委員 

              ４番  安 本   修  委員 

              ６番  青 山 美 義  委員 

             １０番  上 林 昌 三  委員 

             １２番  田 中   修  議長 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

副 町 長 田 中 雅 和 君 

理 事 兼 総 務 課 長 山 下 康 之 君 

理事兼企画・財政課 

財 政 課 長 
小 西 基 成 君 

理事兼建設・環境課 

建 設 課 長 
光 嶋  隆 君 

総 務 課 

危機管理担当課長 
清 水  清 君 

企画・財政課企画課長 奥 谷  明 君 
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企画・財政課課長補佐 村 山 和 弘 君 

企 画 ・ 財 政 課 

庁舎建設準備室参事 
下 岡 浩 喜 君 

会 計 管 理 者 兼 

税 務 ・ 会 計 課 長 
馬 場  浩 君 

建設・環境課環境課長 三 好 茂 一 君 

建 設 ・ 環 境 課 

新名神推進室参事 
山 下 仁 司 君 

建 設 ・ 環 境 課 

山手線推進室参事 
垣 内 清 文 君 

産 業 振 興 課 長 木 原 浩 一 君 

産 業 振 興 課 

地域資源活用室参事 
下 岡 寛 史 君 

上 下 水 道 課 長 野 田 泰 生 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長 久野村  観  光  君 

庶 務 係 長 岡 﨑 貴 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（谷口重和） 本日は、閉会中における総務産業常任委員会を招集いたしました

ところ、町当局の関係者をはじめ委員の皆様には、ご多忙のところご出席をいただきま

ことにありがとうございます。 

  さきの６月議会において傍聴規則の改正を行い、新しい傍聴規則が７月１日に公布、

施行され、本委員会においては本日がその適用を受ける最初の委員会となります。 

  従来からも実施しておりますが、傍聴席の確保を行う中、所管事項報告等が多岐にわ

たることから、スムーズな委員会運営のため、所管課の審査を分割し、本日は初めに建

設・環境課、産業振興課、上下水道課所管分を行い、午後から総務課、企画・財政課、

税務・会計課所管分を行うことにしたいと思います。 

  また、本日の委員会において不適切な発言等がありました場合には、委員長において

精査を行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ありがとうございます。 

  山内議員が傍聴に入っておられますので、報告しておきます。 

  町当局におかれましては、所管職員の出席につきましての調整をよろしくお願いいた

します。 

  ここで、理事者からご挨拶をお願いいたします。田中副町長。 

○副町長（田中雅和） 皆さん、おはようございます。 

  皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと存じます。委員各位におかれまし

ては、町行政の推進に平素から何かとご尽力、ご理解を賜っておりますことを深く感謝

申し上げます。 

  梅雤は２０日に明けましたが、その直前に襲来しました台風１１号につきましては、

大型で、しかも動きがゆっくりということもあり、各地で大雤や暴風の被害をもたらし

ました。府内でも各地で記録的な大雤による被害が発生し、長岡京市では観測史上最多

の２４時間降水量２７８ミリを記録し、京都の大原では３６０ミリを超える雤量となっ

ておりました。土砂による被害も発生し、また、土砂災害による避難勧告等の発令も宇

治市等で発令されております。奈良線につきましても１８日の始発から夕方まで運転を

見合わせるなど、そういった状況となっておりました。 

  宇治田原町における累加雤量は荒木で６６ミリ、宮村で３４ミリでした。しかしなが

ら、風によると見られる電線に寄りかかる倒木が１８日の早朝に高尾道であり、通行ど
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めとなりましたが、当日の午前中には関西電力が撤去を完了しております。その他の被

害については聞いておりません。台風１２号も小笠原近海を西に進んでおります。引き

続き災害に対しましては万全を尽くしてまいる所存であります。 

  また、けさは広島平和体験学習に、きょう、あすの日程で小学生１３人が元気に出発

してくれました。８月１日の平和のつどいではその報告を聞かせてもらうことにしてお

ります。 

  さて、一番茶も終了し、二番茶の収穫も終わりの時期となっております。一番茶のこ

としのできばえは、品質もよく、価格も高い目、出荷量は平年並みと伺っているところ

でございます。 

  それから、１９日の日曜日に静岡県西伊豆町で獣害柵が原因の可能性があると思われ

る事案が発生しております。２人が亡くなられ、そして、５人の方が病院に搬送された

というような事故でございます。宇治田原町における獣害柵につきましては、静岡の事

案のように家庭用コンセントを直接電源にしていることはなく、その場合でもいわゆる

変圧器を通して通電されており、獣害柵の多くは太陽電池や専用電池を電源にしており、

西伊豆のような事故は発生しないと認識しておりますが、今後の事故の詳細を見きわめ

ながら、また、メーカーからの事情聴取、情報収集も進め、実態調査については今後と

も検討してまいりたいというふうに考えております。 

  本日は、公私とも大変お忙しいところ、また、暑い中、総務産業常任委員会にご参集

いただきありがとうございます。谷口委員長、内田副委員長のもと、常任委員会を開催

していただき、６月議会で継続審査となっております町税条例等の一部改正する条例を

審査いただくとともに、第２四半期の事業執行状況及びプレミアム商品券の忚募状況や

町個人情報保護条例の改正予定など各課所管事項を報告させていただきたいと考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

  開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口重和） ありがとうございました。 

  ただいまの出席委員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の総務産業常任委員会を開きます。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程１の１より進めさせていただきます。 

  また、関係資料も配付しておりますので、あわせてご参照願います。 

  それでは、これより議事に入ります。 

  日程第１、各課所管に係ります平成２７年度第２四半期の事業執行状況を議題といた
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します。 

  まず、建設・環境課のうち建設課所管について当局の説明を求めます。光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） おはようございます。 

  それでは、私どものほうより、建設・環境課、建設関係分の事業執行状況についてご

報告をさせていただきます。 

  資料の９ページをお開きいただきたいと存じます。 

  まず、上段から順次説明をさせていただきます。 

  児童遊園整備等事業についてでございますが、これにつきましては、１０月の工事完

了予定に向けまして７月の上旪には点検業務を、８月の上旪には入札執行予定を考えて

おるところでございます。 

  ２番目の宇治田原山手線整備促進住民会議助成金につきましては、これは、７月に住

民会議の役員会をしていただきまして、今後、要望・研修活動の実施をお願いするとい

うことで予定をしております。 

  ３番目の宇治田原山手線整備事業の繰り越しに係る分でございますが、これは用地測

量に関しまして６月末で完了いたしたところでございます。 

  ４番目の宇治田原山手線整備事業の補償調査関係でございますが、これは、７月上旪

に補償調査業務の入札を行いまして、１０月完了ということで進めております。これに

伴いまして、用地交渉の開始予定時期を前回は８月ごろということで予定をしておりま

したけれども、９月の下旪ごろということで後方に移動をさせて予定をしておるところ

でございます。３月末には完了させたいということで考えております。 

  ５番目の集落内生活道路改良事業でございますが、これにつきましては、４の３２号

線の側溝改良事業の完成予定を８月の上旪ということで進めておるところでございます。

用地完了後、５の４号線の道路拡幅事業の発注を予定しております。これは別途、この

以外のところで用地の関係ございますので、省略でご了解いただきたいと思います。 

  次に、６番目の主要町道新設改良事業についてでございますが、これは、禅定寺通学

路線の測量設計業務の入札でございます。舗装のほうは済んでおるところでございます

けれども、この路線に関しまして、若干、当初よりかおくれておりますけれども、７月

上旪に執行し、１１月末に完了を見たいというふうに考えておるところでございます。 

  次のページをよろしくお願いしたいと思います。 

  ７番目の町道新設改良事業でございます。これにつきましては、当初上げております

部分に関しましては、７月の下旪に入札して、随時発注をしたいというふうに考えてお
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ります。２段書きになっております８の２１号線路肩復旧事業についてでございますが、

これは前回の補正予算で議決いただきました奥山田カントリークラブに入っていく道路

の復旧工事に係る分でございます。今、鋭意事業を進めておりまして、８月の下旪を完

了予定としております。天候等のかげんで、順調に推移すればお盆前後ぐらいには完了

できるのではないかということも見込んでおるわけでございますけれども、これにつき

ましては、豪雤等も可能性としてはございますので、一定、予定としては８月下旪とい

うことにしております。 

  ８番目の道路施設の長寿命化修繕事業についてでございますが、これにつきましては、

設計業務委託を１０月に完了する予定としております。また、それに関しまして工事の

ほうに関しましては１２月の発注を予定しておるところでございます。 

  ９番目の曇り止めカーブミラー整備事業につきましては、これは、７月の中旪に入札

執行いたしまして、１０月には完了予定をしたい、いわゆる曇る時期までには一定、本

年度分については処理を図りたいというふうに考えておるところでございます。 

  １０番目の河川改修事業につきましては、８月の上旪入札にて、２月の完了予定を見

ています。 

  １１番目の建築物耐震改修促進計画改定事業についてでございますが、これにつきま

しては、今現在、京都府と協議をしておる状況にございまして、１月にはパブリックコ

メントのほうを予定をしております。京都府のほうが３月改定予定ということで当初か

ら聞いておるわけでございますけれども、若干、ちょっと時間的にはおくれられておら

れるというふうに認識をしておるところでございます。そのあたりは十分調整を図りま

して、進めてまいるというふうに考えております。 

  １２番目の木造住宅の耐震診断士派遣事業についてでございますが、これにつきまし

ては、７月の広報で啓発をいたしましたところでございます。本年につきましても従来

どおりの予算を確保しておりますので、多くの方に忚募がいただければ発注をしてまい

りたいというふうに考えております。 

  もう一枚めくっていただきまして、１１ページでございます。 

  １３番目の道路法面防災対策事業についてでございます。これは、４の１３号線のの

り面改良工事について現在進めております。これにつきましても８月の末完了予定とい

うことで進めておりますので、その予定しておる時期には完了できるものというふうに

考えておるところでございます。 

  １４番目の公共土木施設災害復旧事業についてでございますが、これは、大杉川の河
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川災害復旧工事については完了したところでございます。ただ、弥谷川の河川災害復旧

工事ほか２件につきましては、河川の渇水期、増水期の関係がございますので、１０月

中旪以降しか工事にかかれないということでございますので、その時期、第３四半期頭

ぐらいには入札、発注行為を行いたいというふうに考えておるところでございます。 

  １５番目の空き家実態調査についてでございますが、これは、若干、当初よりおくれ

ぎみになっておりますけれども、８月中旪には入札を行いまして、１１月に調査結果を

集約したいというふうに考えております。それを受けまして、空き家の利活用検討です

とか、地元の所有者協議等にも着手できるというふうに考えておるところでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 順番にいきますけれども、４番目の山手線ですけれども、この前の

６月の内示状況では、補正予算をせんなんなということがあったと思うんですけれども、

ここら辺の日程の中にはそれは入っておらないのは何ででしょうか。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） その辺の関係でございますけれども、金額

等につきましては、そのあたりの精査をいたしまして、今後、財源の内訳を調整する中

で対処してまいりたいというふうに考えておりますけれども、今現在、そのあたり、用

地測量調査業務との絡みもございまして、最終的に用地交渉に入っていける金額がどれ

ぐらいになるかということの詰めをしておりますので、今後、修正ができました段階で

またご報告をさせていただきたいというふうに考えておるところでございますので、ご

理解賜りますようにお願いいたします。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） この前の話では、この２億６００万の予算以上の、これの５．５の

当初予算では１億１，１９６万円の国費が入っていますよというやつに大幅に超えて入

っておるんで、確定もくそもあらへんので、それの５．５で割り戻したような事業費を

どこかで補正予算せんなんなという話をしとったんやけど、これは９月でなくて１２月

とかそういうことを考えてはるのかということを聞いておるんです。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） 補正につきましては、９月でさせていただ

きたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 
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○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そういうことやったら、議会に執行状況の報告をしてはるねんから、

やっぱりその辺も適切な対忚方を日程的に書いておいていただきたいなというのがござ

いますんで、またよろしくお願い申し上げます。 

  それと、それぞれの事業はできるだけ前倒しで取り組んでいただきたいというような

ことを言うとったんですけれども、これ、上半期でそこそこ、２７年度の当初予算に計

上した分の発注はできるだけ９月までにしていただきたいなということを思っておった

んですけれども、一部しか、町内の新設道路の改良部分は７月から随時発注していきま

すよというようなことがありました。曇りどめのカーブミラーについても７月の中旪に

やってこれから設置すると、そういうことでいいんですけれども、それ以外の分がなか

なか上半期の分に入っておらないのかなというふうに思うんですけれども、その辺は建

設課としてはどのような状況にあるんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） まず、どうしても発注に係ります関係で言

いますと、時期的に、先ほどもちょっと申し上げましたように、河川関係になってまい

りますと、どうしても発注自体がこの時期にはなかなか、できなくはないんですが、ど

うしても工事にかかること自体が１０月の中旪以降ということになりますので、その関

係で、どちらかといいますとそれ以外の部分を先行して取り組んでおるというようなこ

とがございます。その最たる部分といたしましては、町内の道路の新設改良ということ

で、７月から随時発注できますようにということで、非常に細かな工事もございますこ

とから、件数的には多岐にわたっておりますので、そのあたりの取り組みを優先してさ

せておるところでございます。 

  それと、あと、集落内等の繰り越し事業の関係で、最後の仕上げの中でチェック、検

査、最終の出来高検査等々のこともございますので、そちらをちょっと優先しておると

いうこともございまして、当然、前倒しでやるということについては、前よりご指摘を

いただいているところでございますので、そういったことも念頭に入れて進めておると

ころでございますけれども、今年度の事業に関しましては、そういう事情の関係でこう

いう状況になっておるというところでございます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 何回も、できるだけ公共事業についても前倒しで、繰り越しをしな

いような形で執行していただきたいということを要望申し上げてきたので、そういう姿
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勢にはなろうと思うんですけれども、繰り越し事業については、災害の分についてはい

たし方ないというふうに思いますけれども、できるだけそういう取り組みをされるよう、

今後も要望をしていきたいというふうに思います。 

  それと、８番目の道路施設の長寿命化修繕事業、これも国庫内示の部分を前回、報告

していただいて、長寿命化の橋梁の分については８５％程度の内示状況、また、道路舗

装修繕、これは１３％ほどだったんで、金額的に２，０００万のやつがどうなのかなと

いう話をしてきました。これは、５，５１１万２，０００円の予算が確保されておりま

すので、国庫内示が当初に見込んだほど来なくても、何らかの町債なんかの財源を放り

込みながらやってほしいなと。特に、舗装の修繕については懸案事業でございますので、

これの設計業務が１０月に終わって以降、発注していきますということなんですけれど

も、執行見込みとしては５，５１１万２，０００円の予算を確保してやっていこうとし

ているんかどうか。その辺はもう財政のほうとも話がついて、どうなっているのかとい

うのを話していただかないと、５５１１２という予算はそのままになっとるんで、その

辺はどうなんかということをちょっと確認しておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 山下参事。 

○建設・環境課新名神推進室参事（山下仁司） 失礼いたします。 

  ただいまのご質問に対してでございますけれども、財政当局のほうと協議をさせてい

ただきまして、財源を振りかえ、今ご指摘をいただきました町債等を活用させていただ

く中で、業務のほうを進めていきたいというふうに考えているところでございます。以

上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） はい、結構です。 

  それと、１０番目の河川、これは１カ所で５，１３０万円という大きな予算がついて

おるんやけど、これはもう８月上旪に契約手続をやっていくということなんですけれど

も、これ、事業規模は落ちておるんか落ちてへんのか、ちょっと確認したいと思います。 

（「事業規模」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） 規模。設計規模やね。設計額。 

（「予算に対する」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） うん。 

○委員長（谷口重和） 山下参事。 

○建設・環境課新名神推進室参事（山下仁司） 河川改修事業につきましては、昨年度か
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ら設計等に取り組ませていただいている事業でございまして、実養治川の河川改修でご

ざいます。こちらのほうにつきましては、設計金額につきましては５，０００万未満と

いう形で、若干事業費は落ちる見込みであります。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ５，０００万切っておったら議案かからへんから、ええんかなと。

５，１３０万やったら議案にかかるから、入札してもどうかなと思っておったんで、初

めから割ってあるんやったら別に予定価格も、設計が落ちたんやったら、それで結構で

す。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、次に、環境課所管について当局の説明を求めます。三好課

長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 失礼します。それでは、建設・環境課環境に係り

ます事業執行状況の報告をさせていただきます。 

  １番目の小型家電リサイクル推進事業でございますけれども、３月に環境省のほうに

申請書を提出しまして、ページは１２ページでございます。５月８日に採択決定の通知

がありました。７月に近畿地方環境事務所と物品についての協議ということで言われて

いましたんですけれども、まだ環境省のほうから連絡はありませんので、まだしており

ません。８月に町民の窓で啓発します。９月には、回収ボックス、保管ボックス、のぼ

り等の準備をして、チラシの配布をしたいと思います。１０月から実証期間開始という

ことで、６カ月間、３月まで行います。回収拠点は宇治田原町役場、宇治田原町文化セ

ンター、宇治田原郵便局で、受け入れ時間はそのおのおのの開設時間としております。 

  ２番目の家庭用資源有効利用設備設置補助事業でございますけれども、これは、生ご

み処理機と雤水タンクに２分の１の補助をするということで、上限は２万円としており

ます。６月に１件の申請があったところでございます。 

  ３番目に、薪・ペレットストーブのある暮らし推進事業、まきストーブ、ペレットス

トーブの設置事業に対して３分の１の補助をするということで、上限は１５万円として

おります。５月に１件の申請がありました。 

  次に、４番目ですけれども、環のくらし地域活動促進事業でございますけれども、各

自治会が古紙回収を自治会のほうでやりまして、古紙回収業者のほうに渡しまして、町

といたしましては年度末にその実績を提出してもらい、補助金を交付するということで

ございます。１キロ当たり５円の補助を交付する予定です。以上です。 
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○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） １番目の小型家電、レアメタルのやつなんやけども、これを最終処

分地みたいなのはどこへ持っていくのか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 環境省のほうに登録しておられますリサイクル業

者、そこに持って帰ってもらいます。それはまた環境省のほうと相談して決めるんです

けれども。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） その後、５月９日に採択決定で近畿地方環境事務所と物品について

協議しています。その結果については、まだいただいていませんよということですね。

その分について、町民の窓で啓発するについて、その物品についての協議が調っていな

くても、それは見切り発車みたいなのはできるのかどうか、それを確認したいんです。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 見切り発車はしません。１０月から開始というこ

とで、先、住民の方に、こういう事業が始まりますよということを啓発するだけでござ

います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） いや、それについてこういう事業というのは、物がこういうもので

すよと、こういう中に入っているレアメタルですよとかいうことを言わなならんので、

その啓発するについて、環境事務所と一定の約束事なんか協議が調っていないと、そう

いう分の８月１日の啓発の原稿ができないんではないかと思うんやけども、ばくっとし

たやつの啓発しておっても意味をなさないので、それはどうなんですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） その辺の使用済み小型家電リサイクルのどういう

ものを集めるかというのは、それはちゃんと環境省のほうと協議をしておりまして、ち

ゃんとしておられまして、この７月にそれをするのは、あと回収ボックスとか、保管ボ

ックス、のぼり等のそれをこっちに引き取る、こういうものが欲しいんやと一忚申請す

るんですけれども、それの打ち合わせでございまして。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そしたら、その物はもう既に協議済みやという理解でいいんですね。
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その物というのはどういう物やというのを具体的にちょっと。名称を挙げてこういう物

ですというのはこの中に書かれておらないので、それはどういう物になるんですか、物

品についての名称。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 名称は、使用済み小型家電といいまして、縦

２０センチ、横４０センチの入り口がございます。そこへ入る小型家電、パソコンとか、

ドライヤーとか、電気スタンドでもいいですし、そういう小物のものが入る、携帯電話

でも一緒です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） この前のときも言うたんやけど、当初予算のときも言うたんやけど

も、小型家電のリサイクル、ここに入るもんやったら何でもいいのかという話をしとっ

てんけれども、パソコンやったらパソコンで別ルートできちっとやりましょうというの

が決まってある部分について、そこへ持っていっていいんかという話をしておったんで

すよ。それはそれの、本来、パソコン業者なりがきちっと回収して、こうやってそのル

ートに乗せますよというやつに地方自治体が絡んでいくことについては、疑義があるん

違うかというて言うとったんです、僕は。その辺はどうなんですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 多分、２０センチの４０センチのところやったら、

デスクトップとかそんなん絶対入らないんですけれども、そういうやつはもうパソコン

のほうの業者のほうに回収してもらうと。そのほかのやつは全部こちらで回収するとい

うことでなっておりますし、はい。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そういう意味じゃなくて、パソコンは、デスクトップであろうが、

そういうような一定のルートを通すのが正規のルートじゃないかなということを言うと

ったんで、そのときに。 

  テレビなんかでも不法投棄して、きちっと流通のところに通して、どこどこへ持って

いきなさいといって書いてあるね、全部ね。それをお金が３，０００円かかるか

４，０００円かかるのがかなわんから不法投棄しよる。それを町がとりに行ったら、そ

の分については手間暇かかるんで、やはり正規のところは正規のところを書いておいて、

２次的にそういう不法行為が行われたときについてはこうやというんやけど、パソコン

については、まず第一義的にそういう正規のルートを通さなあかんの違うかということ
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を当初予算のときに言うとったんやけど、その辺の見解をきちっと整理しておかないと、

自分らのパソコンについてはパソコンを買うたところに持っていって、その分はそこを

通してくださいというのが正規のルートやねんけど、それが町のボックスの中に入れて

いったらその分は要らんわけでね。 

  その辺は、リサイクルとしての環境のそういうリサイクル法に乗っかった分としてパ

ソコンはパソコンで１つルールがあるわけやからね。それに行政がこのボックスをこし

らえて、レアメタル、小型家電リサイクル推進として取り組むというのが、１番目には

パソコンのリサイクルについてのルートを通さんならんの違うかと私は思っておるんで、

そのことについては研究しといてやと言うとったんで、その辺はどうなんやと。デスク

トップと、そんなん入るか入らへんかの問題を言っているんじゃない。いかがですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） この事業が始まるまでは正規のルートを通さなあ

きませんねんけども、この事業がまた始めますと、入り口の中に入るものはこちらで集

めても構わないというふうに協議していますので、それはそれで大丈夫と思いますけれ

ども。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） これは、リサイクル法に基づいて、きちっとその物について、どこ

で廃棄して、どこで最終処分をしていくかというのがリサイクル法で決められているわ

けですよね。家電でも全部そうや。今回は、それの法律外の部分であったレアメタルに

ついてどうするんかというのが、各自治体が独自事業として今のところはやっていきま

す。これは後発隊やけど、宇治田原町もそれに取り組んでいきますということや。 

  その中に、レアメタルの部分は入ってあるんやけれども、それぞれの家電製品には、

だけど、それはどうなんかと。正規の部分と、そしたら、入るのやったらテレビでもそ

こへ放り込んどいたらええのかという話になるやん、今の考え方から言ったら。それは、

テレビはテレビで、ちゃんと郵便局へ行って、控えて、こうして振り込んでやりなさい

というルートに乗せるようになっておるわけやんか。パソコンもそうや。だから、この

事業を推進するに、単独事業って、宇治田原町が実証期間を半年間設けてやっていくに

ついて、その数字は正規のルートというリサイクル法を曲げてやったらあかんの違うか

というのを前の当初予算のときに言うとったんや、私は。それは、環境課としてはどう

なんですかという。再度確認ですわ。この８月に町民の窓やらに掲載されるに当たって、

そしたら、これはええのかということになるやん、それ。 
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○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） そのほうはもう一度ちょっと研究させていただき

たいと思いますけれども、環境省のほうがやっていることなんで、間違いはないと思う

んですけれども、その辺もう一度ちょっと検討させてもらいますというか、勉強させて

もらいます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ８月１日の町民の窓のことであるんですね。もうちょっとしかない

ので、その辺きちっとやって、正確な情報のもとでやっていかないと、片方ではそうい

う法で定められて、それを環境面から言ったら推進していこうということになっとるん

やから、リサイクル法なんかは。それに適合しないようなものを町が単独事業で片方で

やっていくというのが、行政的におかしいんじゃないかというふうに私は思っています

ので、早く情報をつかまえて、他の状況も、取り組みもやって、どっちみち、これ、実

証期間がやって、それがうまくいったら来年の４月からは本格実施みたいな形にしてい

こうということにされているんでしょう。ですから、その辺についても、やはり事前の

１０月１日までにきちっとそういった取り組みのあり方を検証しておいてほしいなとい

うふうに思っています。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、建設・環境課所管の質疑を終了いたします。 

  引き続いて、産業振興課所管について当局の説明を求めます。木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 失礼いたします。産業振興課所管の第２四半期の執行状況

をご報告させていただきます。 

  １番の日本緑茶発祥のまち魅力発信事業でございます。これにつきましては、ふるさ

とまつりを１０月１８日に予定しておりますので、第１回の３役会議を７月下旪、２回

の３役会議を８月下旪、第１回の実行委員会をまた８月下旪に開催し、企画運営委員会

を９月上旪に開催いたしたいと思います。今後といたしましては、第３回の３役会議は

１０月上旪、第２回の実行委員会は１０月中旪ということでございます。通年事業とい

たしまして、転入者プレゼントということで、茶苗木と急須でございます。急須は今現

在２３、茶苗木は６本ということで転入者にプレゼントしたところでございます。次に、

ティーゲートの草刈りということで、７月下旪に第１回を実行いたしたいと思います。

パンフレットは、随時補充していくということでございます。 

  ２番目の高級茶生産振興事業ということで、これにつきましては、第３四半期に補助
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金の交付申請を、それと補助金交付決定を行い、事業着手、第４四半期に事業完了、実

績報告という運びとなります。 

  ３番目の農林業振興事業補助金でございます。これにつきましては、通年、農林業に

使われる機械等に補助を打つものでございます。今現在、１件の申請が上がっておりま

す。 

  ４番目の農業担い手対策事業ということでございます。これは、青年就農給付金とい

うことで、年２回事業認定、また認定、給付申請ということで、給付に当たって進めて

まいります。今現在、２名の方が認定書を提出されております。 

  次に、５番目の大福茶園再造成事業でございます。府にて実施設計の委託、６月

２３日から２８年２月２９日まで、府にて土質調査委託ということで７月１４日入札、

工期１０月１６日までに終わられます。府から委託された換地事務の開始、町から土連

へ再委託ということになります。入植者の調整、未整理の底地の整理ということで、公

図の訂正等を行っております。 

  次に、林地内危険木防災対策事業ということで、これにつきましても共同で危険木の

撤去をされるということに対します申請を受けて助成をしていくという事業であります。

この中で、山の防災対策検討会を開催いたします。これを開催し、地域の話し合いの中

でまた進めていきたいと思います。 

  次に、有害鳥獣対策でございます。８月中に有害鳥獣駆除対策協議会を開催する予定

としております。通年事業といたしまして、有害鳥獣駆除事業ということで、４月１日

に猟友会に駆除事業の委託をお願いしております。次に、有害鳥獣被害防止対策事業と

いたしまして、町単費の２割の補助、これにつきましては、農振農業地であれば個人で

も出せるという補助でございます。次に、柵の国庫補助ですが、次年度分を１１月に受

け付けるということでございます。有害鳥獣被害調査事業ということで、４月９日に森

林組合へ委託しております。 

  次に、８番目の中小企業経営支援事業といたしまして、これにつきましては、２８年

１月から２月にかけて申請を受け付けていきます。 

  次に、観光振興計画策定事業でございます。９月には議会への中間報告をさせていた

だきたいと思います。通年事業といたしましては、８月上旪、専門部会、８月下旪に策

定委員会で協議、１０月、住民向け説明会、１２月、議会への素案報告、１月にパブリ

ックコメントということでございます。 

  次に、１０番目の末山・くつわ池自然公園整備事業でございます。これにつきまして
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は、池の横の広場から上までの舗装工事の発注ということで、８月下旪にしていきたい

と考えております。 

  次に、１１番目のふるさとの森森林整備推進事業でございます。７月３日に緑の公共

事業の府への交付申請を行いました。これにつきましては、森林適正整備推進事業、補

助金緑の公共事業、間伐と排出の補助です。計画申請、計画認定交付申請、交付決定の

実績報告という動きで進めさせていただきたいと思います。 

  次に、１２番目の町内雇用促進助成事業ということで、通年事業といたしまして、申

請の受け付け、助成を行っております。今現在、１件の交付申請があります。 

  次に、１３番目の婚活支援事業といたしまして、これは平成２７年の秋に実施すると

いうことで、今進めていただいております。 

  １４番目の地域ブランド育成等忚援事業といたしまして、通年事業、これは従来あり

ましたがんばるまちの支援事業の後のやつです。申請の受け付け、助成を行っておりま

す。今現在、１０件の申請が上がってきております。 

  次に、プレミアム商品券発行事業といたしまして、７月３１日と８月２日の日曜日と、

当選のはがきと引きかえ販売をしたいと思います。 

  次に、平成２５年度発生農地農業用施設災害復旧事業といたしまして、時雤谷の農道

復旧工事でございます。これにつきましては、１０月１６日を工期の最終として今進め

ていただいております。安場農地災害復旧工事といたしましては、これ、１１月５日を

目標に災害復旧工事を進めていただいているところでございます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方、挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） まず、１番目のやつなんですけれども、この前の６月のときに報告

いただいた日本遺産の認定とか、お茶の京都として京都南部を売り出していこうという

ことで、京都府の３つの柱のうちの南部はお茶の京都、景観の部分と日本遺産認定とい

うことであるわけですけれども、そのことによって、この日本緑茶発祥のまち魅力発信

事業というのに、何か今までやっていたふるさとまつりの開催をやりまっせだけやなく

て、今年度、これを記念したような何かイベントについて声が出てきいひんのかなと。

町のほうも情報発信できないのかなと思ったりするんですけれども、その辺については

今どのような状況にあるんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） お茶の京都につきましては、平成２９年
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度をターゲットイヤーとして京都府では進められております。うちのほうも盛り上げて

はいかないかんなという話をしておりまして、まだ検討中ですけれども、また決まり次

第、報告はさせていただきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） まあ言うたら今年度の事業については従来どおりやっていって、今

後の検討やということで理解しておいていいのか。何かの形での協議なんかを企画運営

委員会とか実行委員会とかがあるんやろうけれども、そこで今後、２７年度の事業はこ

うやけど、今後どういうふうにして取り組むのかというのを投げかけていかんと、なか

なか発想というのは出てきいひんと思うんですけれども、その辺はいかがですか。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） まだこの場でお話しするほど話もまとま

っていませんでして、それも含めまして決まり次第、報告させていただくということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 次のページにあります観光振興計画なんかも含めて、地域おこしを

どういうぐいあいにやっていきましょうかというのが、今、地方創生の中で論議されて

いるんやけれども、地方創生はまた企画課のほうで申し上げますけれども、その１つの

起爆剤になるんではないかなというお茶の京都、これについて北部のほうの海の京都で

はいろんな取り組みが地方創生関連でやられておりますのを、やっぱり本町もそのこと

を時機を失することなく取り組んでいくほうがいいのではないかなと。あらゆる場面を

機会を捉えて情報発信していったほうがいいのではないかなと思っておりますので、観

光振興計画は、観光振興計画の中ではいいんですけれども、こういう機会を捉まえてや

ることも１つのチャンスではないかなと思っておりますので、そういうことも含めてや

っていただきたいというふうに思います。 

  それと、婚活のやつですけれども、１３番、これは２７年秋に実施しますよと。これ

はもう当初予算でも３０万、何で商工費に入っておるんやと言うとったんやけど、尐子

化対策の部分としてある部分についてなんですけれども、事前打ち合わせとかその辺が

何にも出てこないんですけれども、いきなり秋に実施しますやねんけど、そんな簡単に

いくんかなと思って。事務的にやはり商工会なり尐子化の担当課とも綿密に打ち合わせ

をしながら、宇治田原町の尐子化対策はこういうことですからということを基本に置き

ながらやっていかなと思うんですけれども、この間、７、８、９もあらへんし、４、５、
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６もなかったと思うんやけど、この辺はどうなんですか。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 婚活支援事業ですけれども、商工会の青

年部タケオカ君が中心になって話を進めていただいております。報告のほうは、うちの

ほう聞いているんですけれども、青年部のほうでこの間も７月の最初ぐらいに集まって

話をしたという報告は部長のほうから聞いております。まだ事業の内容についてははっ

きり決まっていないんですけれども、１１月をめどに事業を実施していく段取りで進め

ますというふうには報告を受けていますので、８月、９月ぐらいに具体的に内容等は決

まってくるのかなと思っております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） いつもの町のスタンスなんですけれども、こういうようなものにつ

いてきちっと、丸投げで委託しておけばそれで商工会の青年部がやってくれますよじゃ

なくて、町が事業主体ですよね、これ。委託するにしろ、事業元は町なんやから、町が

どういうスタンスで、どういうふうな思いで婚活の事業に取り組んで、それについて今

回はいろんな、商工会の青年部ですから、工業団地に入ってこられる若者たちとの婚活

を視野に入れての話やと思うんやけども、そういったことを町としてきちっと言うてい

かんと、その折も何で商工やというて言うとったんは、それは子育ての支援計画の中に

入っておって、それは福祉課というんかな、そこの話なんですよね、これ、基本はね。

ですから、そのことと十分町としてのまとまりをきちっとして、それを商工なり工業団

地のほうに投げかけていくということですよ。あなたところの課からすれば、こんな真

ん中に、中間のところにこういう事業を取り組みとして担わされたというふうに思って

はるか知らんけれども、それは町としての話やから、やっぱりきちっとその辺をやって

いただく必要があるのではないかなと。 

  もう一度、今後のことも含めて、どういうことをきちっとやっていこうとするのかと

いうのを、町としてのスタンスを答えていただきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 商工会のほうに丸投げしているわけでは

ないんですけれども、商工会の青年部のほうで主体的にやっていきたいということで、

うちから入ろうかという話も部長のほうとはさせていただいていたんですけれども、自

分たちのことなんで自分らでやりたいということを聞いていますので、そしたら、ちょ

っとその辺はよろしくお願いしますということで、ただ、報告は随時していただきたい
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ということと、それと、うちの思いも竹岡部長のほうには伝えていますので、そのあた

りで頑張ってやっていただきたいというふうな感じで整理させていただいています。 

  うちの思いとしましては、地域に若い人が住んでいただいて、子どもをつくっていた

だいて、活性化させていくという目的でお願いしたいということは、前からずっと言っ

ていますので、その方向で進めていただいております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） この地方創生の人口減尐対策なんですけれども、私どもも文教のと

きに魚津のほうに寄せてもらって、こうのとりプロジェクトのいろんな事業を見てきて、

報告もさせていただいたところでございまして、庁内では福祉課を中心に若手の職員を

募りまして、ワーキングチームでこういう婚活も含めての尐子化対策に取り組んでいく

ということになっておったと思うんですけれども、その一翼を商工が担ったと私らは理

解をしているんですね。中心を担ったんじゃなくて、一翼を担ったということで、あく

までも尐子化は福祉が中心になって、全庁を挙げてやっていきますということなんです

ね。 

  副町長に聞きたいんですけれども、この辺の庁内の福祉課を中心にした若手の職員で

のプロジェクトチームを立ち上げられたのかどうか、こうのとりの報告をさせていただ

いたときも魚津市では若手職員から声が上がっていろんなさまざまな事業が展開される

ようになりましたと。発端はそこやったということなんで、町のほうはどうですかと言

うたら、町は２７年度の早い時期にそれを立ち上げますという答弁も一般質問でいただ

いているんで、今の状況はどのようになっておるんですか、それは。 

○委員長（谷口重和） 副町長。 

○副町長（田中雅和） 今、稲石委員がおっしゃるように、ここの婚活といいますか、こ

れにつきましては、本当、地方創生の主となるいわゆる人づくりといいますか、そうい

った人口減尐状況におきまして大変重要な施策ということで、まずは、婚活そのもの自

身のプロジェクトというのは立ち上げておりませんけれども、創生会議の中で、やはり

そういった婚活等を中心とした、いわゆる子どもさんを、言い方はちょっとあれですけ

れども、やはり希望する人がそのように産める、そういった希望する子どもさんの数が

産めると、そういった施策、いわゆる子育ての施策、もう一つ重要なのは、まずは日本

においてはやはり結婚するということが出生のまず第一だというふうに思っております

ので、まずはその前段として結婚をいかに多くといいますか、していただくと、そうい

った施策が大事だということを今も創生会議の中の庁内のプロジェクトでもいろんな議
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論を進めてもらっておりますので、そういう中でいろんな意見も産業を通じて商工会の

実施部隊というふうに伝えております。 

  私自身もそういう面ではいわゆる青年部の方、あるいは商工会、工業会の皆さん、そ

の辺の中で、やはり工業会のほうも、いろんな若い人の通勤者の中では、ぜひともそう

いった結婚のほうの機会があればぜひ進めていきたいなと、そういった同意見といいま

すか、賛同もしていただいておりますので、工業会のほうとしても積極的に対忚してい

くと、そういったこともいたしておりますので、今後ともこの婚活の事業につきまして

は、精いっぱい町を挙げて努力していきたいと、こんなふうに思っておりますので、よ

ろしくご理解願います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） いや、そんなこと聞いていないんですよ。今、私、聞いたんは、こ

ういう事業は商工会の青年部を中心にやられていることについては理解しているんで、

ただ、全体として尐子化についての対策として、昨年度、視察に寄せてもらった折のこ

とについて、町全体として取り組んでいくについて、若手職員を中心にそういうチーム

を立ち上げて、婚活だけじゃなくてさまざまな尐子化対策の事業を検討していくという、

若手職員を中心にしたプロジェクトチームを４月の早い時期に立ち上げていきますよと

いう一般質問の答弁をいただいておりますので、その分については創生会議の中でそれ

を兼ねたんかどうか知りませんけれども、そういうプロジェクトチームを福祉課を中心

に立ち上げられたんかどうか、今現在、どうなっていますかということをお聞きしてい

ます。 

○委員長（谷口重和） 副町長。 

○副町長（田中雅和） それは、先ほども触れましたように、そのもの自身だけでプロジ

ェクトは立ち上げていません。それで、創生会議の中の庁内プロジェクトの中で、先ほ

どお話しさせていただきましたように議論はしております。そういった状況でございま

す。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） その話はそれでよろしいですけれども、９番目の観光振興計画は、

また後ほどアンケートの結果等について報告をいただくんですけれども、ちょっとこの

シートについて、９番目の右側の備考欄に書いている専門部会と策定委員会を８月の上

旪と下旪にやって、１０月には住民向けの説明会をするというふうに書いていますね。

この住民向けの説明会というのは、どういうことを住民向けに対してやられる、そうい
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う内容については何をしようとされているのか、ちょっとこれを確認しておきたいと思

います。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 素案は１２月になっていますけれども、

素案に近いようなものを９月に議会へ報告させていただきまして、その報告させていた

だいたものを住民向けに説明させていただくということです。素案に近いような形のこ

ういうことを考えていますというのを住民のほうに１０月に説明させていただくという

ことです。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そしたら、９月のところに出てくる議会への中間報告ってあります

ね。これとよく似たようなものの内容を住民向けに説明会を行うと、そういうことでい

いんですか。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） そのとおりです。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それは、中間報告ということで、専門部会と策定委員会で去年から

やっておられるんで、そこそこまとまってきて、最終的には１２月の議会へ素案を報告

して、パブリックコメントをやって、成案にしていくということのスケジュールなんで

しょうけれども、そうしますと、中間報告をいただくのと同じ分で、住民向けに説明会

をするというワンクッション置くのと、パブリックコメントはパブリックコメントで最

終の素案についてパブリックコメントをいただく。この住民向けに説明会を中間時点で

行うというのは、行政的に今までも手続上、そういうことを踏んでおられるのかどうか、

ちょっとそこを聞いておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） ほかの計画と尐し違うかもしれませんが、

観光計画を立てていく上で住民向けのワークショップを最初する予定でした。けれども、

内容等については、専門部会とかそういったとこら辺で出てきておりまして、それ以上

にいろんな方向から出てくると、まとまりもつかないというような考えから、ワークシ

ョップはやめにして、住民向けの説明会という形で実施したらどうかということで、

１０月に説明会をさせていただくということで今のところ考えております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 
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○委員（稲石義一） 今般、総合計画の中で、まちづくりの部分で座談会みたいなのを

３回に分けて行われましたね。そういうようなことをやることについては、いろんなこ

とを住民の声を聞いてまとめていくというのは非常に重要なことだと思うんですけれど

も、そういった分で企画のほうが総合計画の中で座談会もやられましたよと、テーマを

３つに分けてね。今般もこれは、観光振興計画を策定するに当たって１０月に説明会を

行うについては、一定のそういう複数の日にちを設けてやる予定なんか、それだけ聞い

ておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 今のところ複数じゃなくて、１回だけで

考えております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 結構です。以上で終わります。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、産業振興課所管の質疑を終了いたします。 

  次に、上下水道課所管について当局の説明を求めます。野田課長。 

○上下水道課長（野田泰生） それでは、すみません、資料のほう、１６ページ１枚、上

下水道課所管分の執行状況のほうを説明させていただきます。 

  それでは、１番目でございます。公共下水道（管渠）整備事業でございます。ようや

く第２四半期におきまして、面整備工事のほうでございますけれども、今年度予算５工

区予算計上させていただいておりますうち３工区、面整備工事につきましては８月下旪

からの発注になりますけれども、立川地区での面整備工事１工区、続いて、９月には南

地区での面整備工事１工区、同じく９月に岩山地区での面整備工事の３工区を発注を考

えて予定しております。あわせまして、その前にマンホールポンプのほう、ＭＰ２５番

としておりますけれども、７月下旪のほう、マンホールポンプを１基発注する予定でご

ざいます。今年度の予定といたしましては、次期以降のところを書かせていただいてお

りますけれども、面整備工事のほう、残り２工区ございますが、第３期四半期には残り

２工区を発注をしたいと考えております。そのことによりまして、年度内に全ての面整

備工事を完了したいという予定で考えております。 

  なお、面整備工事の２工区につきましては、禅定寺地区と岩山地区をもう１工区予定

しておりますが、さきの議会のほうでも説明させていただきましたが、こちらの下水道

の補助事業の内示のほうも若干、管渠につきましては、７５％相当ぐらいの内示でござ
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いましたので、その足りない財源につきましては、今後、財政との協議の中で１２月議

会には最終結論を出したいと考えております。財源を振りかえて執行するのか、あわせ

てもちろん夏以降につきましては、京都府のほうには追加の要望を行っていく予定でご

ざいますが、非常に厳しい状況ということで現在聞いております。１２月議会におきま

しては、その辺につきまして、場合によりましては１工区ぐらい次年度に回さなければ

ならないかもしれないような状況でございます。 

  同じくこの１番の中で下のほうに書いておりますけれども、中継ポンプ場の増設の機

械電気設備工事でございます。こちらのほうは、繰り越しのところにも書かせていただ

いておりますけれども、昨年、日本下水道事業団に委託いたしました２カ年目の債務負

担行為分といたしまして、契約のほうは既に昨年度いたしております。 

  下のほうの５番の前年度の繰り越し事業と合わせまして、今年度分と全て年内に現場

のほうは完了する予定で、日本下水道事業団と調整をしているところでございます。 

  次の２番の公共下水道（処理場）整備事業でございます。こちら、ただいま申し上げ

ました日本下水道事業団に委託をいたしております処理場の増設、機械電気設備工事で

ございます。こちらのほうも６番の昨年度の繰り越しの事業団委託分と合わせまして、

２カ年目の債務負担行為分を年内には現場のほう完了する予定で、現在、日本下水道事

業団と調整を行っているところでございます。 

  次の３番、立川浄水場系統（川東取水井）新設事業でございます。こちらのほうは若

干、発注のほうがおくれておりましたが、第２四半期の８月には、第１弾といたしまし

て井戸の築造工事でございます。井戸の側の工事といいますか、井戸本体を設置する工

事でございまして、こちらのほうは８月下旪ごろには発注をいたしまして、その後、次

期以降のところに掲載させていただいておりますが、１０月以降を予定しておりますけ

れども、残りの機械電気設備とあわせて、くみ上げた水を浄水場へ持っていく導水管の

工事を第２四半期で発注を予定しておりまして、この３工事によりまして、立川浄水場

系統の井戸新設の事業の発注は完了したいと考えております。年度内の工事の完了を目

指しております。 

  ４番目の禅定寺加圧ポンプ場移転新設事業でございますが、こちらのほうは９月下旪

のほうに設計委託業務を発注予定しております。今年度の事業につきましては、この設

計業務委託の発注のみでございますけれども、内容といたしましては、禅定寺の加圧ポ

ンプを現在、禅定寺の配水池が非常に弱い状況でございますので、その辺の配水池を強

化するために配水池のエリアを狭める事業を取り組んでいるものでございます。そのた
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めに、まずは長山配水池から森本橋にございます加圧ポンプ場までの細い管を太く造型

する設計業務の発注を予定しております。こちらのほう、加圧ポンプ場を上げるために

は、配水池直下の配水管を大きくしなければなりませんので、その辺の造型の設計業務

を発注予定しております。 

  ５番目の公共下水道（管渠）整備事業、繰り越しでございます。こちらのほう、面整

備工事禅－１－６地区が繰り越しとなっておりましたが、７月下旪にようやく入札を執

行する予定でございまして、繰り越しの面整備工事はこちらで完了する予定でございま

す。あわせまして、中継ポンプ場の増設工事は現年とあわせて取り組んでいるところで

ございます。 

  ６番目の公共下水道（処理場）整備事業につきましては、先ほど申し上げました日本

下水道事業団に委託しております処理場の昨年度の繰り越し分でございます。現年度分

とあわせまして、年度内完了で取り組んでおります。 

  ７番目の水道施設耐震診断事業でございます。こちらのほうは、繰り越しで事業のほ

うをさせていただいておりまして、現在、工業団地配水池と第１浄水場、水道庁舎のあ

るほうでございます。こちらの薬品沈澱池という水道施設の耐震診断を現在行っており

まして、間もなく成果が一旦中間報告として上がってくる予定でございます。 

  最後、８番目、湯屋谷地区配水管更新事業、繰り越しでございます。こちらのほう、

湯屋谷地区のほうで老朽しております石綿管の更新工事を水道事業単独で行っているも

のでございまして、こちらのほう、湯屋谷地区のその３といたしまして、３工区目の発

注を行っておりまして、現在、現場のほう、工事を取り組んでいるところでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） １つ目の管渠整備なんですけれども、今のところ３本を発注する予

定という。あとの２つは、国庫内示の分の差をどう埋めていくかということを検討して、

１２月に方向性を出したいということですね。無理であれば、１つは見送らざるを得な

いのかなというようなところまで今のところ検討をしているということの内容だったと

いうふうに思うんですけれども、そうしますと、従前、前の当初予算のときに申し上げ

ていました公共下水道の公債費の償還について非常に財政を圧迫しているんじゃないか

とか、いろいろ言うてる中で、２９年度を完成目途とするのを尐し先送りしながら、そ

の財政の見通しも含めてやったほうがいいんじゃないかなと。それも、今、国庫内示が
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来たさかいにといって目いっぱいやって、追加内示も追加要望も含めてやっておくんじ

ゃなくて、その辺も視野に入れながら、健全財政を維持するためにはどうしていったら

いいのかというのは２７年度も含めて考えていく必要があると思うんですけれども、そ

の辺についてはどのように考えておられるんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 野田課長。 

○上下水道課長（野田泰生） ただいまのご質問でございますけれども、以前からご意見

いただいております件につきましては、現在、今年度から来年度の２カ年でございます

けれども、さきにも申し上げておりましたが、町全体の下水道の全体計画の変更設計に

取りかかりまして、その辺、今後の下水道事業のあり方につきましては十分検討いたし

まして、未整備地域につきまして、本当に公共下水道を整備すべきか、あるいは個別処

理、浄化槽のことでございますけれども、そちらのほうで整備すべきか、その辺は十分

検討いたしまして、成果の中間、中間でまた報告できることがありましたら、議会のほ

うでも報告させていただきたいと考えております。 

  それで、まず下水道の健全経営という観点からいきまして、地元のほうからも要望い

ただいております大きな案件といたしましては、緑苑坂地域への下水道の早期接続とい

う要望を地元からいただいております。また、工業団地のほうからも要望をいただいて

おります。その辺の要望につきましては、あくまで目標といたしましてですが、緑苑坂

につきましては、平成２８年度には目標といたしまして接続したいと。ただ、若干おく

れる可能性は持っておりますけれども、そのような経過もございまして、下水道の経営

を考えた場合には、緑苑坂あるいは工業団地につきましては、非常に水道も使っていた

だいておりますので、その辺を取り込むことによりまして、下水道の経営の安定化とい

うことにもつながります。ですので、その地区につきましては、全体計画の見直しにお

きましても恐らく公共下水道でやる予定でございますので、できる限りは地域の要望に

も忚えたい、あわせまして、健全な経営のためにも早期に接続をしたいと考えておりま

すので、現在、予算計上させていただいている工事につきましては、できる限り発注の

ほうは継続して行っていきたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 本年度から２カ年でそういう全体計画の見直しも含めてやります。

それが、早期の何年度、何年度に面整備をやりますよとか、環境整備をやりますよとい

うのを張りつけたやつを今言うたように健全化から言うたら緑苑坂を先やって、コミプ

ラを引き取ってしまうと、このほうが経営的に言うたらええことなんやけど、全体的に
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言いますと、この１万人規模の町で単独の処理場を持ってやっているというのは、非常

に２０万とか３０万の都市であれば単独のやつ持っとったって薄まっていくんやけど、

１万住民の中で単独の処理場を持っていること自体が非常にしんどい話になりますので、

こういう事例が他の市町村であるかどうかも含めて、全体計画の見直しの中では１つ検

討材料に入れておいてほしいなというふうに思っております。以上でやめておきます。

結構です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、上下水道課所管の質疑を終了いたします。 

  これで、日程第１、第２四半期の事業執行状況を終わります。 

  次に、日程第２、各課所管事項報告を議題といたします。 

  まず、建設・環境課のうち、環境課所管の宇治田原町地球温暖化防止実行計画【事務

事業編】（第２期）進捗状況について説明を求めます。三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） それでは、宇治田原町地球温暖化防止実行計画

【事務事業編】（第２期）の進捗状況について報告させていただきます。 

  この事業は、第１期終わり、第２期でございまして、この第２期の基準値は第１期の

平成１９年から２３年度の平均値を基準としております。それから、２４年、２５年、

２６年と３年がたちまして、３年目の目標はマイナス３％でありましたが、マイナス

０．４％にとどまってしまいました。その原因といたしましては、電気使用量が

３．２％の増、ＯＡ用紙使用量が４６．７％の増となったことが原因だと思われます。 

  次のページなんですけれども、そこでちょっと一忚ＯＡ用紙と電気使用量の数値を年

度別に上げまして検証させていただきました。ＯＡ用紙におきましては、Ａ４に換算し

た数値を使用しております。維孝館中学校が２１年度に３３万８，９４１枚と２０年度

より大幅にふえております。宇治田原小学校が平成２４年度に前年よりも大分ふえて

３７万３，１９８万枚、田原小学校が平成２３年度に３０万９１２万、役場庁舎が平成

２５年度より、９０万台だったんが１３８万９，３４４枚と急激にふえております。 

  その原因といたしましては、計画策定事業が平成２４年度はゼロ事業でしたけれども、

平成２５年度が１事業、平成２６年度に６事業ありましたことが紙の増加の原因になっ

たと。また、平成２５年度から町議会の活性化により、常任委員会、特別委員会等の回

数がふえ、提出資料が大幅に増加したというのが原因だと思われます。そしてまた、平

成２０年度からは財政会計システムが導入されたということが原因と思われます。 

  対策といたしましては、ふだんから両面コピー、縮小コピー、手持ち資料については
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裏面コピーをして削減に努めています。 

  電気使用量でございますけれども、維孝館中学校が平成２３年度に１５万

７，９６４キロワット、宇治田原小学校が平成２２年度に１２万３，４７０キロワット

というふうにすごくふえております。その原因といたしまして、平成１７年に維孝館中

学校の校舎が増改築され、竣工したというのが原因と、それから、小さいんですけれど

も、奥山田ふれあい広場に浄化槽ができた、そういう感じでちょっとふえている原因、

それと、平成２２年度に維孝館中学校、田原小学校、宇治田原小学校に空調設備、電子

黒板が導入されたことが原因になったんではないかと思われています。 

  対策としましては、ふだんから蛍光管の取り外し１０％から２０％、電気機器の待機

電力を使わないということで、コンセントを抜いたりしております。また、夏季節電実

行計画、冬季節電実行計画といたしまして関電からの要請がありますが、関西広域連合

からの取り組みに忚じて宇治田原町でも実施しているところであります。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 後ろに資料をつけてもうてるんで、どこがどういうふうにしてふえ

たというのはわかっとるんやけど、基本的に言えば、第２期の目標は１９年から２３年

度の平均値を持って目標値にしているわけやね。２６年度は３％マイナスしていこうか

と思ってんけども、マイナス０．４でとどまりましたよと、こういう結果で未達成でし

たということやね。２４年と２５年度はこれはマイナスになってへんから、基本的に言

ったら未達成やね。それが３％のマイナスのところが曲がりなりにも三角の０．４やか

ら、マイナスの方向にはなったというふうに理解をしておけばよろしいですか。よろし

いですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） そうしますと、このプラスのところを抑えにいかんとぐあい悪いわ

けで、ＯＡ用紙と電気使用量がプラスになっておって、ほかのマイナスを消しに行って

いるという感じですね。そうしますと、ＯＡ用紙でいけば、役場が非常に大きくふえた

のと、維孝館中学校が２２年、２３年度と比べると大きく膨らんでいますよと。役場は

いろいろ理由書いてはるけれども。 

  そうしますと、両面コピーとかいろんなことやっている中で、これ、２２年と比べた

らいいのか、２３年と比べたらいいのか知らんけれども、役場の場合、計画事業がふえ

ると膨大な、各委員さんに資料を渡したりするのがふえていくんで、そうすると、とて
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もマイナスにならんので、そうしたときにどうしてマイナスの方向に持っていくんやと。

プラス要因を並べてみたら、これはもう削減できへんのかと。地球温暖化実行計画の中

で庁舎については、公共の部門については削減できへんのかということになってしまい

ますんで、その辺については担当課としてはどのように思ってはりますか。今のこのま

まで行ったらマイナスに振れへんですわね。どうしたらいいのかなと思ってはりますか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 用紙がよく使われるんで、両面コピーとか縮小コ

ピーとかを使っていったら紙は確実に減っていくんですけれども、縮小コピーをします

と、また見にくいというのもありますし、両面コピーよりも１枚、２面使わない、表コ

ピーだけでしてくれという要望もあります。なかなか難しいところではあるんですけれ

ども、私としては縮小コピーとか両面コピーで、ちょっとそういう資料をつくってもう

たら一番いかがなものかと思っていますけれども。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 両面コピー、縮小コピー含めてなんやけども、手持ち資料には裏面

コピーをして削減に努めているということやけど、ペーパーレス化ってよう言われます

ね。庁内やったら庁内で電子で全部流して、もうペーパーレスにしますよと、そういう

ことを徹底してやったら、庁内の職員間の部分について提出資料を紙で出さんとデータ

で渡しますよというぐあいにしておけば紙は要らんわけで、その辺も含めてペーパーレ

スの考え方についてどのようにお考えなんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） どうしても個人の考えによるんですけれども、電

子の形でパソコンに残しておくと、なかなかそれを見るのに探しにくい、自分の見やす

いようには１枚ぐらいは持っておきたいという人もいると思うんですけれども、そうい

う人は裏面コピーを使用してもらったらいいんですけれども、両面コピーで持っておく

というようなこともありまして、なかなかちょっと削減は難しいんですけれども、手持

ちにあったらすぐに見やすいというのがありまして、それがなかなか皆さんに浸透して

いかないんじゃないかなというふうに思っていますけれども。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 環境に逆行した発言を環境課長がしておったらあかんわけで、環境

課長はこういう地球温暖化の分の実行計画を策定した原課の課長やからね。それを全体

の庁舎のそれぞれの所管の課長さんやら職員に徹底してやってもらうと、ほんで、目標
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を達成していくんやということでないと、これ、実行委員会の中にはそれぞれの委員さ

んが入っておられて、総括やらされていますね。それが大概の場合、課長さんなんです

から、そういう方々にどうしたらこれが抑えられるんやという、電気も含めて。 

  だから、省エネの周知期間をつくったり、５月の初めから省エネのこんなんやってい

るわけでしょう。だから、庁内でこういうようなものが出てくるやつをどうしたら達成

できるのかというのをやってみやんと、今、庁内は１人１台パソコン化というのが達成

できているんでしょう。共同で課に１台しかない時代みたいなもの、終わりましたわね。

１人１台化を進めてきた中には、そういったペーパーレスのこともあるわけですね。そ

やのに、パソコンを持っておられない時代のことと同じような形で進めていったら、パ

ソコンって要らへんですやん。 

  もともと紙渡して回させたらええねんけどね、そうやないねやから、そういうような

ものを、それでネットワークも行政間の職員の中ではネットワークを組んではるわけや

から、それはそれで文書を、朝、なかなか見つからへんから、送られてきたかな、どう

かというよりも、必ず朝、そういう情報が見られるようなことにしておけば紙は要らへ

んですやん。ほんで、例えば、もっと言えば、回覧するについても１枚だけ課に来て、

所属長が見た後、全部に回すとか、そうしたら１枚しか要らへんのを１０人の課やった

ら１０枚要るということになるんやから、だから、一番はペーパーレス化のためにパソ

コンを１人１台渡してんやから、それはそれ用に活用してもらわんと、環境課の課長が

そんなことを言うとったらほかの課長さんはそんなことゆめゆめ思わへんわけですよ。

ペーパーレスのことなんか思わへんのやから。それは、環境課長と総務課長なり企画課

長、文書化については今は企画課に行ったのかな、文書は。企画課長やらがそういう実

行計画の委員会できちっと総括して、こういうぐあいにしていこうかと言わんと、こん

なもの直らへんですよ。もう一度発言願います。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 今後、管理職会議、所属長会議ありますので、そ

こでみんなのほうに問題を提起いたしまして、なるべくペーパーレス化できるように皆

さんと協議して進めていきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） もう一つは、やっぱりＣＯ２の換算で言えば、電気が一番大きいん

でしょう、これ。だから、やっぱり電気代を抑えるのが一つの早道なんやね、これ。だ

から、それについては、やはり夏季の節電実行期間とか、冬の節電の実行期間というの
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を実施しているんやけど、この夏季節電実行期間というのは７月１日からになっている

けれども、先ほども言うた５月からやっているというのとは合わへんのやけど、それは、

実際の夏の節電というのは７月、省エネのノーネクタイとかやっているのとこれは期間

が違うんですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） クールビズの期間は５月１日から１０月３１日ま

でで、夏季のやつは７月１日から９月３０日まで、期間はちょっとずれています。違い

ます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） だから、やっぱりその辺も徹底して、できるだけ電力を使わんよう

にきちっとやって、それぞれのところにこれ、結果論になってしまうんやけども、環境

課としては月々の報告をきちっともらって、何がどうやというのを各課の課長さんなり

所属長に認識してもらわんとだめですよ。出て、使ったんが、結果はこうでしたよと言

うて反省してみたってどうしようもないわな。普通、７月ようさん使ったら８月は絞っ

てやとかいうて言うでしょう、それぞれに目標達成をしてもらうのはどうしたらええか

ということなんやから。ペーパーでも全部そうや。だから、割り当てといて、これ使い

はったら、次のときには１０枚ぎょうさん使ったら１０枚は次のときで削減してくださ

いよと言わんと、前の月に１０枚ふえた分はそのまま１０枚ふえたままで行きよるから。

やっぱりそういう進行管理もきちっとやらんと、こういう実行計画みたいなものは絵に

描いた餅になってしまうんで、その辺はやっぱりこういう策定したら目標達成に全庁を

挙げてやっていくというのが基本や、こんなん。 

  ほんで、原因はわかってあんねやから、これ。わかったところ抑えに行ったらええだ

けのことや。もう紙やらへんと言うたらええねや。ほんで、紙の管理もＡ４とかその辺

のコピー用紙も環境で管理したらええねや。ほんで、渡さんでいいねん、そのオーバー

しよったところには。もうこれで、あんたところは使い切りましたよと、これでええね

や。普通、民間やったらそれぐらいきつくやりよるで。だから、公のところやさかい、

こんなゆるゆるやっとって、結果的にこうですよ、使うてしもうたらこういう結果で多

く使ったんですよといって言うとったら、こんなん地球温暖化実行計画みたいなの策定

せんでもいいねやがな。何のためにやってるねんという話になるから、その辺のやっぱ

り決意も含めてどうですか、もう一度。実行計画を達成するためにやっぱりもう尐し考

えを変えてやっていかんとだめですよ、これは。何かご意見ございませんか。 
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○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 稲石委員のおっしゃるとおりなんで、私の考えが

緩いというものも多々あると思いますけれども、これからは気を引き締めてちょっと役

場全体で削減に向けて頑張っていきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 最後ですけれども、それはやはり理事ができてあんねやから、理事

同士話して、こういうようなことを認識しながらとめていくということを、やっぱり幹

部会議だけやなくて、理事会議とかいうのもやって、トップと理事者群と理事群でどう

したらええねんというのをきちっとやっていくというのが基本やと思いますね、これは。

そうしないと、こんなん毎年報告もうてもあかなんだんですという理由しか聞かへんで

すよ。これを何でできへんねやと、どういう押さえ方をしたんやというのをきちっと次

年度は報告できるような形でやっぱりやっていただきたいというふうに思いますので、

これは要望にしておきます。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、次に、宇治田原町第２期環境保全計画の進捗状況について当局の

説明を求めます。三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） それでは、次のページでございます。宇治田原町

第２期環境保全計画、期間としましては平成２６年４月１日から平成３６年３月３１日

までの期間の２６年度の実績を報告していきたいと思います。これは、２７年３月

３１日現在のものでございます。 

  薪ストーブ設置費補助制度利用総数ですけれども、２６年度は９基、森林施業面積は

６４ヘクタール、環境学習会等参加者数４５４人、担い手認定農業者数３９人、低燃

費・低公害車購入率は１００％、自動車燃費使用量３万４８８リットル、下水道整備面

積１５１．６８ヘクタール、汚水衛生処理率７６．３％、クリーンキャンペーン参加人

数２，８６４人、まちをきれいにする推進員数１２３人、生ごみ処理機・雤水タンク購

入補助制度利用台数３０２台、１人当たりの１日のごみ量６４５グラム、年間ごみ排出

量２，２８１トン、廃食油回収量２，２５７リットル、エコ推進員数４０人、ガス使用

量３，３６３立方メートル、電気使用量８，４６１キロワット、太陽光パネル設置箇所

数６施設、これは中学校、両小学校、保育所、文化センター、旧奥山田小学校です。そ

れの６カ所の太陽光発電量が５０．５キロワット、グリーン購入率が８４．５％、地球

温暖化防止活動推進員登録者数８人、温室効果ガス排出量（公共）は５６０トン－ＣＯ
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２、それから温室効果ガス排出量（削減率）区域施策編は、これは平成２６年度は平成

２９年度の各種統計調査のデータ算出できませんと値が出てこないので、ありません。

エコ行動宣言５９人、エコパートナーシップうじたわら会員数１２９となっております。

それで、今の区域施策編の参考資料としまして、平成２３年度のが出ています。平成

２２年度は基準値としていますが、６４．９９千トンでしたが、平成２３年度は

７４．１７０５千トンということで、尐々ふえている結果となっております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） １つだけ、環境保全計画の中の下から６つ目、グリーン購入、公共

の場合、目標１００％ということなんでしょうけれども、これ、２４年度の基準数値が

８９．６が８４．５に落ちていますね。これ、グリーン購入については、基本は短い期

間でも１００％行こうかということになっとると思うんやけどね、グリーン購入の基準

の法律なんかもあるわね。これ、何で９０を割っとるような状況になったのか、原因追

求してはりますか。契約係も含めて、これ契約通ったんでね、全部。そこと連携して情

報交換はしてはるか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 一忚、この数字は財政課のほうから提出してもら

っているんですけれども、一忚その値は聞いているだけですねんけども、中身のほうは

ちょっとそこまでわからないんですけれども、環境の負荷に優しいものを購入するとい

うことでグリーン購入率があるんですけれども、どういうものがグリーン購入率にない

のかというのは、ちょっと私、勉強不足でわかりませんけれども、すみません。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そんなんでは絶対あかんねん。こっちあるやつは課長が全部頭に入

れて、環境に優しいようなこんなんも全部使いましょうということで、購入の折に契約

課がしはるときにグリーン購入の物品って一覧表があるねんや。それに職員はそんなん

使いたくないねんと言いよるときもあるやん。そしたら、これは率が落ちていきよるね

ん、要望が。それはもう何項目ってあるねんやんか。だから、それを使うてへんねやと。

この紙でもそうやんか。何％の再生紙を使いましょうとかといって、昔、再生紙で、う

そついて再生紙のパーセントをごまかしたときもあったわな。あれの分も含めてどうし

ましょうというのがあんのやけど、基本的にはやっぱり何で１００に行かへんのか、

９０を割って、２５年度の８９．６よりも低くなっているような原因というのは、環境
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課長はやっぱりきちっと契約課と協議をして、情報交換しとかなあかん。 

  契約のほうの担当課長に聞こうか。ちょっと答弁できますか。 

○委員長（谷口重和） 小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） グリーン調達につきましては、通常、調達

としても一忚意識はしてはおりますが、今、委員もご指摘ありましたとおり、機能面か

らというところで若干そういった傾向が出ている部分はあろうかと思います。今後、環

境担当課ともグリーン調達につきましてさらに検討、十分機能性と、それからコストと

をもちろん考慮するんでございますが、グリーン調達につきましても十分意を用いてい

きたいと、このように考えております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 今、理事が言うように、事務効率の部分でそれを使えないというよ

うな場合も生じるかと思うんですけれども、あくまで目標数値は１００％をグリーン購

入、そういう環境に優しい物品を使っていきましょうということを掲げてんやから、や

っぱりできるだけそういうようなものに到達できるようにやっていくのが務めかなとい

うふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、建設・環境課所管事項報告の質疑を終了いたします。 

  次に、産業振興課所管の観光振興計画（アンケート調査結果報告書）について当局の

説明を求めます。下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 観光振興計画について説明させていただ

きます。 

  ６月２２日の月曜日、１０時から第４回目の観光振興計画専門部会を実施いたしまし

たが、前回の常任委員会は専門部会開催前でありまして、そのアンケート調査の結果が

まとまっておりませんでして、お配りできませんでしたので、今回、資料としてお配り

させていただいております。アンケートは、５月１０日日曜日に永谷宗円生家新茶まつ

り、それと、末山・くつわ池自然公園、そして、ふるさと塾主催の茶摘み体験交流会で

実施いたしました。アンケート結果について抜粋して説明させていただきたいと思いま

す。 

  まず、永谷宗円生家のアンケートですが、６ページをごらんください。 

  何回目の訪問ですかという問いに対しまして、約７割の方がリピーターとなっていま

す。そして、日帰りの方が１００％です。訪問の目的は、祭り見学・体験です。 
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  ７ページをごらんください。 

  交通手段でも自家用車が１００％となっております。 

  １３ページに飛びますが、お願いいたします。 

  こちらは、くつわ池自然公園でのアンケートですが、何回目の訪問ですかという問い

に対しまして９割の方がリピーターとなっています。そして、日帰りの方が９２％です。

訪問の目的は、バーベキュー、釣り、自然公園で遊ぶなどです。 

  １４ページの交通手段でもほとんどが自家用車となっております。先ほどの宗円生家

とくつわ池では、観光の目的にかなり違いがありますが、訪問回数と交通手段について

は似ています。前回の昨年のアンケート調査でも同じような傾向が見られています。 

  ちょっと９ページに、申しわけないですが、戻ってください。 

  宗円生家を訪れた方の土産物の購入の有無についてのアンケートです。７０％の方が

購入を予定しておりますが、ちょっとまた申しわけないですが、１６ページ、くつわ池

のほうをお願いいたします。くつわ池を訪れた方の土産物の購入予定はほぼなしとなっ

ております。祭り見学、体験に参加される方は、お土産物に興味を持たれているようで

すが、アウトドア目的では土産物購入の意識が薄いような結果があらわれております。 

  次に、１９ページ以降の茶摘み体験交流会のアンケートですが、これは、毎年、ふる

さと塾が実施されたアンケートを提供していただいたものですので、質問内容がほかの

ものとは異なっております。 

  ２０ページをごらんください。 

  参加者の約半数が都市部出身の方です。そして、参加者のほとんどの方が農業に関心

を持っておられることがわかります。 

  ２６ページをごらんください。 

  参加者の６０％の方が農作業に対してボランティアで参加してもよいと回答しておら

れるぐらい、農作業自体に興味があることがわかります。茶摘み体験に参加された方で

すので、当然と言えば当然なんですが、農作業自体にかなり興味がある方がおられると

いうことです。 

  こうしたとこら辺で、最後の２７ページ、いろんな取り組みに関するご意見やご助言

等、自由に書く欄がございますが、ここで出ていますのが、このような情報がなかなか

拾えないのでどうしたらよいのかしらとかという意見が出ていますし、茶団子づくりや

抹茶ゼリーをつくったりという企画とかもどうでしょう、また、水出し緑茶を存分に楽

しみたいと思いますとか、こういった意見がちょっと気になったところで出ていますの
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で、こうしたところも今後の観光計画に反映させて策定してまいりたいと考えています。 

  それと、調査報告のアンケートについての説明は以上ですが、今後の観光振興計画の

スケジュールもちょっとあわせて説明させていただこうかと思いましたが、先ほどの執

行状況のときに説明させていただきましたので、以上で報告は終わらせていただきます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。上林委員。 

○委員（上林昌三） アンケートの中、ちょっと見せてもらっていたんですけれども、詳

細な設問に対しまして、調査結果に対する回答者が、３カ所の中で茶摘み体験交流会の

女性の８８人が断トツで、その他のところの人数が大変尐なくて寂しい感じがするんで

すけれども、例えば、５月１０日の日曜日の天候はどうでしたか。そして、それぞれ

３カ所のアンケートをとられたときの時間帯、何時から何時ごろまでこの場所ではこう

やったとかということでの報告をいただきたいと思いますのと、それから、この全体の

調査に対して、職員が何人かかられましたか、そして最後に、担当課としての総括とい

いますか、このアンケート全体についての感想というか、皆さん、そちらはプロですの

で、プロらしい感想といいますか、結果についての報告を聞かせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） まず、天気については快晴でした。調査

の時間帯ですが、午前中にうちのほうから依頼している会社のほうにバイトとかを使っ

ていただいて、１カ所当たり二、三名で調査をしております。 

  全体を通しての感想といいますか、やはり一番気になったのは、マイカーで来るしか

ないのかなというようなところです。マイカー以外で来る方向でこれから観光計画を立

てていくのか、それとも、マイカーがなくても来れるようにすれば人が来るのかと、そ

ういったところがどうなのかなというふうには思っております。いっそのこと、もうマ

イカーに特化してしまうとか、そういうようなのもよいのじゃないのかなとか。 

  それと、あと訪問回数、リピーターが多いということは、観光のまちというよりも地

縁、血縁で来られている方が多いのかなと、もうほとんど感想ですが。もう尐し一見さ

んとかそういった方をふやしていって、観光のまちにしていくのもいいのかなというよ

うなふうには感じております。 

  あと、先ほども説明させていただきましたが、お土産を買っていただくという目的で

観光をしていただくのであれば、アウトドアではなくて、イベントとかそういった方向
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に持っていくのがいいのかなというふうに思いました。私の感想がかなり入っています

が、感じたところはそういったところです。 

○委員（上林昌三） はい、結構です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） まず聞いておきたいんですけれども、この５月１０日のアンケート、

３つの場所でやられた分については、専門部会とか策定委員会には報告されて、どうい

う意見が出たのか、まずそこからお聞きしたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 専門部会のほうでは、全体的に話をほか

のことでもさせていただいておりまして、この調査アンケートについては説明だけでち

ょっと終わらせていただいた向きがございます。やっぱりマイカーが多いなとか、そう

いうような意見は出ておりましたし、前回とほぼ同じような傾向やなというような声も

ございました。そういった感じの意見です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ほんで、このアンケート見たら、やっぱり前回もいろんなところで

コンサルに頼んで、宇治とか、平等院とか、京都に出て行って、いろいろアンケート調

査をしていただいて、宇治田原町をご存じですかとか、宇治田原町に行かれますかとか、

いろんなアンケートをしていただいて、これはじかにいろんなイベントとか、３カ所に

来ていただいてのアンケートなんで、非常に役に立つアンケート調査だなと私は思うん

ですよね。 

  これは、やっぱり専門部会とか策定委員会にきちっと説明していただいて、これを分

析していくことから初めていろんなものが浮き彫りになってくるのではないかなという

ふうに思っています。くつわ池と宗円さんと茶摘み体験とはそれぞれ要素が違うわけで、

３つのファクターが違うものについてそれぞれアンケートされたら、内容は相当異なっ

ていますんで、それはそれで１つ、宇治田原町の特徴をあらわしているのではないか、

滞在時間も含めて異なるような内容になっておるんで、これはこれで興味深かったとい

うふうに思います。 

  それと、最後のアンケート者が独自で書かれたことについても、なかなかいろんな興

味深いことをおっしゃっていますんで、こういうことをデータとして専門部会やらでた

たいてもらう、また、行政のほうからこういうことを分析しながらコンサルと知恵を絞

っていくことが、観光振興計画が非常にいいものになっていくのではないかなと私は思
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っておりますので、そういったものとしてこのことを活用していただきたいなと。 

  ３つのそれぞれの資源が同じようなものじゃあかんわけで、宇治田原町のそれぞれの

３つの特徴を出しているんで、その３つの特徴を生かすような形で、きちっと観光振興

計画のほうに位置づけていただきたいと。それ以外にもたくさんの資源がございますの

で、そういったところを専門部会できちっと議論をしていただいて、先ほど言われた中

間報告なり、そういったものにまとめていただくように、やはり行政側が知恵を、事務

局のほうとコンサルが知恵を絞っていく、これが必要だというふうに思います。いかが

でしょうか。 

○委員長（谷口重和） 下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） ８月にも専門部会、予定しておりますの

で、その中で今言われたようなことをお話ししていきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） はい、結構です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、次に、大福茶園再造成事業について当局の説明を求めます。

下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 大福茶園の再造成事業予定工程の説明を

させていただきます。 

  １枚物の資料を見ていただきたいと思います。 

  今年度を含めまして５年間の事業です。まず、今年度の事業費ですが、当初予算では

２，０００万円を予定しておりましたが、実施設計を行うに当たりまして、京都府で再

度検討しました結果、今年度の事業費を２，６００万円に変更して実施することにした

い旨の連絡がございました。変更の内容は、ボーリング調査の追加です。これに伴いま

して、地元分担金が３００万円から３９０万円、町の負担金が１５０万円から１９５万

円に変更する必要が生じます。 

  また、全体的な話ですが、京都府の財政的な都合もありまして、暗渠工事は１年延ば

されて平成３１年度となりました。出水期に耕作者へ引き渡しがあると、土の流出など

の問題もありますので、耕作者への引き渡しは、出水時期が終わってからの１０月下旪

を考えております。全体的な５年間の総額の事業費は変わりございませんが、年度ごと

の事業費の割り振りが変更となっています。事業を進めていく上でこれからも変更点が

出てくるかと思いますが、その都度変更させていただきたいと思います。 
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  上から順番に説明させていただきますと、平成２７年度は今のところもう京都府さん

のほうが調査のほうを委託されております。その後、調査のほうをずっと進めてまいり

まして、地元のほうとの打ち合わせも１０月に考えております。１０月の地元打ち合わ

せは事業の工程の打ち合わせでして、それ以外に資金の借り入れや何やかんやあります

ので、それは町と地元と、必要であれば農協さん、それと、普及所さんも入っていただ

いて、話は進めていきたいと思っております。２月に第３回地元打ち合わせがございま

して、これで調査のほうも２月末ぐらいには終わる予定です。 

  ２年目以降ですが、平成２８年度、設計・積算を４月、５月、６月にしまして、７月

から入札の手続、工事のほうには１０月に入ってからということです。まず最初に、沈

砂池のほうからやっていく予定です。 

  そして、２９年度ですが、当初のうちに沈砂池を造成しまして、その後、基盤整備の

ほうに入っていきます。 

  ４年目の３０年ですが、引き続き基盤整備しまして、のり面工等をやりまして、確定

測量のほうもあわせてしていきたいと思っております。 

  ３１年度には、暗渠工事をすれば早い段階で渡すことはできるんですが、雤の出水期

のときに渡しますと、やっぱり水で流れたりして、農地が荒れてもうどうしようもない

状態になりますので、１１月に台風が来ることもございますが、１０月末ぐらいに引き

渡しまして、そこから準備しないと３月の植栽にも間に合いませんので、１０月末ぐら

いの引き渡しを予定しております。全体の事業費は変わりませんが、今年度の事業費が

ちょっと変わっているということです。 

  以上で報告を終わらせていただきます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、次に、プレミアム商品券の忚募状況について

当局の説明を求めます。木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 失礼いたします。資料のほうをごらんいただきたいと思い

ます。 

  プレミアム商品券申し込み状況ということで、当初の販売予定額が６，５８０冊、

１万円掛ける１．２倍ということで、プレミアムを含んで７，８９６万円ということで

ございます。 
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  今回、プレミアム商品券を忚募いただいた方、これが６６７名、その集計ですが、一

番左の表になります。これで一番多いのが５冊が５５．２％、次に１冊、２冊が１５％

ぐらいということになります。それで、最初の申し込み冊数ですが、この一番左の表の

右下にありますが、２，４２８冊ということでございます。地域別のはがきの集計とい

うことで町内が５９６、町外が７１、合計が６６７通のはがきが来たということになり

ます。 

  これについて回収場所の集計ですが、役場と文化センター、商工会、郵便、それとＵ

Ｐの加盟店というところで回収ボックスとはがきとを置かせていただきまして、やはり

郵便が２０８、次に商工会が１６０、その次にＵＰ会が１４１ということでございます。

集計の結果ですが、２，４２８冊を６６７通で割りますと、平均３．６４冊ということ

で、今現在販売されておりますのが２，９１３万６，０００円、３６．８％ということ

になります。 

  次に、プレミアム商品券の取扱店ということで、７月１４日現在で６８店の商店さん

が手を挙げられております。 

  この商品券の販売に対しての取り組み状況といたしまして、事前チラシ、申し込み開

始チラシ、また、ＵＰ会によるチラシの発行ということで、ポイントをつけて１枚のは

がきに２０ポイント４０円を負担して募集案内をしていただきました。また、新聞広告、

洛南タイムスさん、また城南新報さんに掲載していただきました。新聞記事ということ

で、新聞広告と同時に記事についても掲載をしていただきました。申し込みの締め切り

２日前にも記事として掲載をしていただいたところでございます。それと、町のホーム

ページ、産業振興課のフェイスブック、また、これはお知らせビューアは町の職員向け

に全員にビューアをさせていただいたところでございます。それと、商工会のホームペ

ージ、取扱店一覧を随時一覧表示していただいております。商工会の職員が取扱店を訪

問して申込書を配布、約５０店舗で申込書の配布と設置をしていただいております。ま

た、工業団地の管理組合を通じて工業団地内の企業への申し込みの案内をしていただい

ております。商品券の取扱店の説明会ということで、先日開催していただきました。 

  今後の予定といたしましては、７月３１日金曜日、８月２日日曜日の２日間で引きか

え証と引きかえ販売を総合文化センターのほうで開催いたします。引きかえの有効期限

は、８月１０日月曜までとして、２日間で引きかえできない場合は商工会事務局にとり

に来てくださいということになります。地元の消費喚起と商工業者の育成のために今後、

２次販売の予定をしております。日程、方法等については、商工会のプレミアム商品券
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運営委員会において協議されますが、その中でも商工会事務局とも打ち合わせをしてい

きたいと考えております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑に行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。 

  ないようですので、産業振興課所管事項報告を終了いたします。 

  これで、日程第２、各課所管事項報告を終了いたします。 

  次に、日程第３、その他を議題といたします。 

  委員から何かございましたら、挙手願います。ありませんか。安本委員。 

○委員（安本 修） きのうテレビとかで報道されましたけれども、鳥獣害被害の、先ほ

ど副町長が言うてもらいましたけれども、チェックというか点検等についてはどういう

ふうにされているのでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 本日も朝一番にメーカー等に問い合わせ等、質問をさせて

いただきました、静岡県の事故のことで。メーカーのほうも、中には人間がすらえて長

いことついているととまるという機能もついていますと。ただ、新聞に書かれていたの

は１００ボルトが差されていたというような話もありますんで、まだ現場検証がきょう

の昼か夕方にならんと終わらへんので、その後の結果を聞いて、メーカーはこういう指

導をしますということも言うてますんで、私どもにおきましても補助事業で入れており

ますので、購入されている方がわかっておりますので、それに対しては通知をするとい

う形の対忚をとっていってはどうかなと思います。 

○委員長（谷口重和） よろしいですか。安本委員。 

○委員（安本 修） 心配はないでしょうか。別に全然違うということやな。要するに、

起こった事故の問題と今、宇治田原町内でやられている分とは違うというふうに考えて

いいんかな。 

○委員長（谷口重和） 木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） ただいまのところ、最終の電源をどういう形でとられてい

るかということがネックになってきます。それは、現場検証が終わらんと、そこには入

れへんので、メーカーのほうもどうしても即答はできないということを聞いております。

また、その結果が出次第、機器がそういう事故を起こすようであれば、また啓発してい

きたいと思います。以上です。 

○委員（安本 修） 結構です。 
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○委員長（谷口重和） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  当局から何かございませんか。木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 失礼いたします。第４０回宇治田原町茶品評会と第３３回

京都府茶品評会が、６月議会からきょうまでの間に開催されましたので、そんな分だけ

ご報告をさせていただきたいと思います。 

  宇治田原町の茶品評会は、６月２６日金曜日午前９時より開催させていただきまして、

ＪＡ京都やましろ宇治田原町支店内で開催させていただきました。当町からの総出品点

数につきましては２７点ということでございます。入賞者のみ掲載しておりますので、

ごらんいただきたいと思います。 

  次に、第３３回京都府茶品評会の結果ということで、これは７月７日から８日にかけ

て、宇治市の宇治茶会館のほうで開催されました。当町から入賞ですが、かぶせ茶の部

で１等の２位、勝谷健士、３位が下岡清富、玉露の部で１等の２位が下岡清富さん、

１等の４位が並木泰義さん、３等の２１位が並木秀樹さんということでございます。こ

の京都府の品評会のお茶は、今後、全国の品評会と関西の品評会に分かれてある審査を

されるということになります。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  事務局、何かございませんか。 

（「よろしいか、今の報告で、こちらのやつで」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 町のほうの品評会のやつはもうこれでいいですけれども、この

３３回の京都府の茶品評会審査結果ですけれども、これはここ近年で言うたら成績がよ

かったのか。前年と比べて、２年前と比べてどうなんかというのだけちょっとお聞きし

たいと思います。私、初めて出席させていただきましたので。 

○委員長（谷口重和） 木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 失礼いたしました。近年、この１等というのが比較的なか

ったんで、好成績を得られていると思います。それと、このかぶせ茶の１等の勝谷健士

氏のお茶は、これは関西茶品評会大臣賞狙いで出させていただくということと、玉露の

部の下岡清富さん、１等の２位、これにつきましても玉露で１等狙い、大臣賞狙いとい

うことで出品するということで、本人の意向を聞いております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そしたらこれは、結果的に言えば、ここ近年では成績がよかったと
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いうふうに理解しておけばいいということで、結構でございます。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、日程第３、その他について終了をいた

します。 

  これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩   午後０時１１分 

再  開   午後１時３０分 

○委員長（谷口重和） それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

  それでは、職員の入れかえが終わっていますので、午後に予定しております所管課に

係る事項について始めます。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程（１の２）より進めさせていただきます。 

  まず、日程第１、継続審査を議題といたします。 

  会議を始めます前に、本委員会の付託議案で、ただいま議題といたしました議案第

４８号につきまして、去る６月１５日の委員会において誤った施行期日の説明があり、

本件について修正の申し出があります。 

  それでは、副町長の発言を許します。副町長。 

○副町長（田中雅和） こんにちは。 

  宇治田原町税条例等の一部を改正する条例につきまして、継続審議をいただくに当た

りまして、おわびと訂正をさせていただきたく、お願いを申し上げます。 

  去る６月１５日の総務産業常任委員会におきまして、番号法に係る所要の規定整備の

施行日を平成２７年１０月５日と申し上げましたが、平成２８年、来年１月１日の誤り

でございました。まことに申しわけなく、おわびと訂正をさせていただきます。 

  今後このような誤りが起こらぬよう、的確な情報収集に努めてまいりたいと存じます

ので、ご理解賜りますよう心よりお願いを申し上げます。大変申しわけございませんで

した。 

○委員長（谷口重和） 本件は、継続審査とした経緯の中で、判断の重要ポイントとされ

た期日に誤りがあったものであり、委員会としては大変遺憾としているところである。

町当局にあっては、事前確認、情報収集を的確に行うなど、今後においてこのようなこ
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とを決して起こさないことを厳重に申し入れておきます。 

  それでは、町当局よりの説明を求めます。奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ご苦労さまでございます。 

  私のほうからは、本件この継続審査となっております議案に関連いたしまして、この

社会保障・税番号制度の安全性、特に国のネットワークのセキュリティー対策、またそ

れを扱います宇治田原町としてのセキュリティー対策、そういうものにつきまして、私

のほうからまずご説明を申し上げたいと存じます。 

  資料といたしましては、右上に（継続審査）、企画・財政課説明資料となっておりま

すこの表裏２枚物でございますけれども、これをごらんいただきたいと存じます。よろ

しいでしょうか。これに基づきましてご説明申し上げます。 

  まず社会保障・税番号制度での主なセキュリティー対策ということで、この国のマイ

ナンバーの番号制度におけますセキュリティー対策をまずご説明を申し上げたいと存じ

ます。 

  この社会保障・税番号制度、以下、番号制度と呼ばせていただきますけれども、これ

は社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民の皆さんにとって利便性の高い公

平・公正な社会を実現するためのインフラ整備、社会基盤整備でございます。このため、

安心・安全に情報連携を行うことがこの制度における最重要課題でございまして、シス

テム面、また制度面、この両面からさまざまなセキュリティー対策が講じられておると

ころでございます。 

  具体的に申し上げますと、まず１つ目、分散型管理方式ということで、以前もご説明

申し上げたと存じますが、この番号制度で扱う個人情報につきましては、１カ所で集中

管理をせず、従来どおり各行政機関ごとに分散して管理をいたします。例えば、宇治田

原町では、税情報を持っていたり、住民基本台帳制度を持っていたり、また年金事務所

では年金のデータを持っていたりするわけですけれども、それを全国例えば１カ所に集

めて、その集めたところで集中管理するという形ではなく、これまでどおりそれぞれ扱

っている個別の行政機関ごとに分散して管理すると。それぞれを連携してやりとりする

というような流れでございます。これによりまして、万が一、情報漏えいが発生した場

合でも、複数種類の個人情報が流出することを防いでおるところでございます。 

  続きまして、符号化、暗号化という部分でございますけれども、このデータのやりと

りが生じるわけですけれども、実際に行政機関が個人情報をやりとりする際には、実際

にその付される個人番号、これで個人を特定してやりとりするのではなくて、符号化、
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また暗号化することによって電算システムネットワーク上でのやりとりを行います。し

たがいまして、もし漏えいが生じたとしても、符号化、また暗号化されておりますので、

どなたの分かというのは特定できないというような形をとられております。 

  続きまして、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）の利用という部分でございますけ

れども、このネットワークシステムによる外部機関との接続、やりとりでございますけ

れども、これは俗に言うインターネットを利用せず、ＬＧＷＡＮという行政機関同士を

接続する、独立した、閉ざされたネットワークを利用いたします。これによりまして、

直接インターネットを介して不正アクセスやインターネットへの情報流出というのを防

いでおるところでございます。 

  そして、アクセス制御でございますけれども、このマイナンバーを利用する人間でご

ざいますが、その利用するアクセスできる人を制限いたしまして、誰が、いつ、どのよ

うなやりとりをしたかというようなことを管理いたします。 

  それでは、一番下、情報提供開示システム（マイポータル）と書いてございますけれ

ども、実際制度が始まりますと、いろんなその情報のやりとりが各機関ごとに行われる

わけでございますが、実際に住民の方々にしてみれば、どこで、誰が、どういう情報の

やりとりをしたのかというのを、平成２９年１月から実際にどうやりとりしたのかとい

うのを確認できる、自分のパソコン等で確認できることができるようになります。自宅

のパソコン等から確認できるようになるんですけれども、そういうようなものを通じて、

どこがどういう情報のやりとりをしたかも確認していただくことができます。 

  ２ページを、裏面をおあけいただきたいんですけれども、厳格な本人確認を義務づけ

ということで、実際にこの番号を利用して、例えば年金の申請とかいうことが今後生じ

てくるわけでございますけれども、実際にこの番号を利用して役所等へお越しになられ

た際には、身分証明書により厳格な本人確認が義務づけられております。この身分証明

書というのは、例えば今後交付される写真が入りました個人番号カードですとか運転免

許証などがこれに当たるわけですけれども、これによりまして第三者のなりすましを防

ぐということになってございます。 

  また、次、特定個人情報保護委員会、これは国の内閣府外局の第三者機関でございま

すけれども、そういう委員会が設置されておりまして、特定個人情報が適切に取り扱わ

れているかの監視、監督を行う機関なんですけれども、それが設置されております。ま

た、今回の年金事務所等の状況も受けまして、サイバー攻撃対策としてセキュリティー

専門部門と、また自治体間のネットワークを集中監視する、そういう組織もこの委員会
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に新たに設置される予定でございます。 

  そして罰則の強化ということで、もし不正に取得した場合には、法律的に３年以下の

懲役または１５０万円以下の罰金などの罰則が科せられるところでございます。 

  これを、今申し上げましたことを図化いたしましたものがここでございまして、イメ

ージ図１でございますけれども、今申し上げましたように、各機関が所有しております

データを１つのところで管理するのでなく、これまでどおり各部局で管理、ですから、

左側の状態ではなく右側のように各個別に管理をして、それぞれのやりとりが生じると

いうような流れでございます。 

  下のイメージ図２は、左から右へ見ていただきますと、今後の全体的な流れも含めて

でございますけれども、国が今後、個人番号を一人一人に１２桁の番号を付与いたしま

す。それをもとに、個人番号をもとに個人情報を相互に照会して、またそういう利用状

況を監視する機関を設けると。そして住民の方々には、どういう使われ方をしたのかと

いうのを調べることもできるというような流れを、この図で書いておるところでござい

ます。 

  以上、１ページ目、２ページ目で国のこのシステムの流れと申しますか、全般的なセ

キュリティー対策を申し上げました。 

  そして、３ページ、４ページ、要はこれを扱う我々宇治田原町といたしましては、ど

ういうセキュリティー対策をしているのかということで、３ページ、４ページでご説明

を申し上げたいと思います。 

  私どもが管理運用しておりますネットワークは、住民票ですとか税情報というような

窓口業務を行う基幹系のネットワークと呼んでおります。この基幹系のネットワークと、

インターネットにつながる情報系ネットワークに大きく二分化、大別されまして、お互

いに異なるネットワークを構築することで、基幹系ネットワークのインターネットを利

用した不正侵入や情報流出のリスクを防いでおります。皆様方、我々の事務室を見てい

ただきましたらわかりますように、大きな画面のデスクトップ、大きなコンピューター

があろうかと思いますけれども、それが基幹系、要は住民票ですとか、税とかそういう

ものを利用する基幹系のネットワークに使っております端末でございまして、各個人、

職員それぞれの机の上に１つずつパソコンがあろうかと思います。これはインターネッ

トにつながっておりまして、これがいわゆる情報系ネットワークというように、２つ大

きく大別されております。 

  この番号制度開始後は、外部機関との情報連携、やりとりが行われますけれども、先
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ほど申し上げましたように、そのやりとりにはＬＧＷＡＮという独立したネットワーク

を利用いたしますので、インターネットを利用した不正なアクセスですとか、ウイルス

感染によるインターネットへの情報流出は発生する可能性は極めて低くなってございま

す。 

  この制度では、個人情報を保護し、安心・安全に利用するためのさまざまな対策が先

ほど申し上げましたように講じられておりますが、本町におきましても、このように大

きく２つ大別しておりますけれども、独自のセキュリティー対策を強化していく中で、

個人情報を適切かつ慎重に取り扱ってまいりたいと考えております。 

  具体的に言うたら、どういうような宇治田原町では扱いをしておるのかというところ

ですが、今申し上げました１つ目が基幹系システムと情報系システムの分離、これを分

けまして、お互いに直接回線を通じてやりとりするようなことはございません。それぞ

れ独立したネットワークといたしております。 

  そして２番目、委託業者に対する指導の徹底ということで、例えば、私どもいろんな

システムを扱っておりますが、法改正に伴いましてとかいうことで、一定システムの改

修というのが多々発生いたします。その際には、業者に委託をしておる部分がございま

すので、その業者がそのシステムの変更、改修を行うわけでございますけれども、特に

その保守業者への主な指導内容としまして、ここに掲げております。 

  まず、契約書におきまして、個人情報の取り扱いの特記仕様書、それをしっかりうた

っておりますので、それを遵守の徹底と、また保守作業、いろいろシステムをなぶって

いただく際には、訪問を必ずして作業をしていただくと。専用回線をもし持てば、外部

のその民間会社からシステム改修、なぶることできるんですけれども、それは不正なア

クセスを許すもとにもなりかねませんので、専用回線はもう設けずに、直す場合は必ず

来て作業をしていただくと。そしてまた、訪問作業は町の担当者と日程調整とか、訪問

者、そういうのを事前に報告してもらって、社名、氏名が記載された名札を着用するな

ど、厳格なその確認をいたしております。 

  また電算室内、電算室と申しますのは、私ども企画財政課の斜め向かいにある部屋で

ございますけれども、そこにサーバーがございますので、そこでの作業は職員立ち会い

で行うことといたしております。ただ、作業が長時間に及ぶ場合など、立ち会い困難な

場合には、専用キーによる入退室時間の記録をとっております。また、改修に際しまし

ては、ＵＳＢメモリ、そういうものでの導入作業は禁止いたしまして、あくまで業者が

訪問していただいて、その人の手作業によるシステム改修を行ってもらうと。また作業
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終了後は、速やかに町業務担当者の動作検証を受け、それを終了後、確認後、報告書に

より管理者に作業内容を報告させております。 

  一番下、公開用サーバーの外部利用ということで、私どもインターネットつながって

いる部分が多々あるわけでございますけれども、外部からのアクセスを基本とするウエ

ブサーバーとメールサーバー、このウエブサーバーというのは、一般に私どもの保有し

ておりますホームページのサーバーですね、サーバーの心臓部でございますけれども、

それとメールのサーバーというのは、私ども庁内に持たず、外部の民間会社のサーバー

を利用いたしております。これを利用することによりまして、町が管理するその心臓部、

そのサーバーへのインターネットからのアクセスをなくしております。このように、電

子メールとかそういうものが、ウイルスに侵されているものがもしやってきたといたし

ましても、まず外部の民間のそのサーバーで一旦チェックが入りまして、それが通じて、

また私どもに入ってくる際にチェックするという二重のウイルスチェックをしておると

ころでございます。 

  ４ページ目をごらんいただきたいんですけれども、ファイアウオール・ウイルス対策

ソフトの導入ということで、ファイアウオールというのは、読んでいただいて字のごと

く防火壁という意味でございますけれども、内外の通信を中継監視し、外部の攻撃から

内部を保護するためのシステムのことでございますけれども、そういうファイアウオー

ルを設置、またウイルス対策ソフトの導入をいたしまして、ウイルス感染を防いでおり

ます。 

  そして、ここが一番重要なところになってくるわけでございますけれども、機密情報

ファイルの適切な管理運用ということで、特定個人情報、先ほどのマイナンバーがつい

たそういう情報など機密情報ファイルには、パスワードによる暗号化やアクセス制限さ

れたフォルダへの管理を義務づける、そういう取り扱いルールの強化を図っております。 

  と申しますのは、先ほど申しましたように、住基のシステムとインターネットにつな

がっているシステムは全く別ですので、基本的には直接流れるおそれはないところなの

ですが、実際に今回の年金の事例でもございますように、外部とは閉ざされたシステム

であるものの、そこのデータをインターネットにつながっているパソコンに持ってくる、

身近な例で申し上げますと、私ども例えば住民基本台帳のシステムがある、これはイン

ターネットにつながっておりませんので直接漏れることはないんですけれども、例えば

１万人住民の中で年齢とか対象を絞りましてアンケートをしたいというようなことで、

そのデータを一定引っ張ってまいりまして、宛名ラベルとかをつくる場合に、そういう
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作業をインターネットにつながっているパソコンのほうで作業をするようなケースもご

ざいます。こういうところの扱いが一番危険な状況でございますので、そうした取り扱

いのルールを厳格に定めておるところでございます。具体的には基幹系システムから抽

出いたしました機密情報ファイルは、基幹系ネットワークでのみ、基本的には基幹系の

情報は基幹系だけで使用可能といたします。ただ、業務上どうしても基幹系ネットワー

ク以外で使用する必要がある場合は、パスワードによるファイルの暗号化を実施すると。

また情報系システムで作成いたしました機密情報ファイルでも、パスワードによる暗号

化とアクセス制限されたフォルダで管理すると。業務が終われば速やかにもうその情報

は削除をすると、そういう扱いを徹底しております。 

  パスワードによる暗号化の対象ファイルでございますけれども、個人番号を含む特定

個人情報ファイル、これは今はないですけれども、今後こういう情報ファイルが発生し

てまいります。こういうものですとか、先ほど申しました基幹系のシステムから抽出し

てそれ以外のネットワークで使用する個人情報のファイル、また外部に流出した場合、

非常に情報流出事案に発展するおそれのある個人情報ファイル、その他機密情報ファイ

ル、こういうものにつきましては、全てパスワードによる暗号化を図っておるところで

ございます。 

  最後になりましたが、情報セキュリティー制度ということで、このような扱いを各課

全職員に徹底させるために、平成１６年度より各課に情報セキュリティーリーダーを設

けまして、年に数度そういう会議を開きまして、その者、各課からの代表のセキュリテ

ィーリーダーがまた各課へ帰って、課員にこういうコンピューターの使用方法やセキュ

リティーに関する指導を行っております。このような体制をとっておるところでござい

ます。 

  引き続き、情報流出等のないよう、このあたりの制度管理の徹底を図ってまいりたい

と思いますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  私のほうからは、説明以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） この前の総務常任委員会で議論をした、審査したときよりも大分と

わかりやすくなりまして、そのときはどういう形でガードしていくんや、セキュリティ

ーをどのような形でという対策をお聞きしたんですけれども、それ、なかなか明確にな

らなかったんですけれども、こういうことを電算担当のほうではずっと過去からもやっ
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ておられるということで、それであってもセキュリティーを健康なものとして１００％

ガードすることはなかなか難しいというふうには思いますんですけれども。 

  マイナンバーの法律のところにも、第７条のところにも、法律の引用ですけれども、

個人ナンバーの市町村の役割なんですけれども、市町村が備える住民基本台帳に記載さ

れているものの個人番号が漏えいして、不正に用いられるおそれがあると認められると

きは云々かんぬんという条文が出てくるんですね。やはり今言った国のほうでもこうい

うことをしていきなさいよというようなことがあるんやけども、全て１００％じゃない

ですので、万が一、不正に用いられるおそれがあると認められたときは、こういう形で

個人ナンバーを変更して、それぞれの安全を確認しなさいよというふうな条文もありま

すので、１００％大丈夫やったら、システム上大丈夫やったら、こういう条文がないの

で、やはり人のすることですので、何らかの形でそういう穴ができて、そこからすり抜

けていくというのがこういう世界の中の常でございますので。 

  そこで１つ聞いておきたいんですけれども、一番最後のページの情報セキュリティー

リーダー制度というのを平成１６年度からやっておられるということなんですけれども、

先般の年金情報の流出後、このセキュリティー会議でリーダーを集めて、こうしましょ

うと、こういうことを注意しましょうということを実施されたのか、いつやられたのか、

それだけ聞いておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） まず今年度に入りまして、これは通年、年度当初

に一度、扱い等の指導も含めましてやっておりまして、まずことし４月１６日に、これ

は通常のリーダー会議では、パソコンの扱いとかそういうことを通年的な指導をさせて

いただいておるところでございますが、その後、この年金情報の問題等も発生いたしま

して、さらなる、これまでから厳格にやってきたつもりではございますが、特に注意を

払ってほしいということで、７月２日に再度、セキュリティーリーダー会議をいたしま

して、国がどういう形で漏れたんやというようなことも説明する中で、本町にとっても

これは他人事ではないと、扱いを間違えれば同じようなことが生じかねないので、現に

その扱いをさらに徹底するように会議を７月２日にしたところでございます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） はい、よくわかりました。４月１６日は通常のやつをやって、７月

２日にリーダー会議をやって、今般の国のほうの年金情報流出についての周知徹底を図

ったということでございますので、よくわかりました。 
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  それと、その上にありますパスワードによる暗号化、これが大事やということで言わ

れています。年金のほうもこれをそれぞれの所管のところに義務づけておったと。それ

のうち、義務づけを遵守してきちっと符号を設定してあるんで、数％やったと私の記憶

ではあるんですけれども、やっぱりそういうふうにやっておっても、なかなか省庁の中

で周知徹底できなくて、そういう今言っている自信を持ってということが起こらないよ

うにする暗号化をしましょうとか、パスワードをきちんとやっておきましょうという、

こういったことが徹底できなかったということも、年金の情報の場合も暴露されたんで

すね、後で。 

  そういうことは人がやることですので、よっぽどこういうようなことを慎重にやって

おかないと、漏れてしまったり、ついついそういうようなことを徹底できなかったりと

いうことがありますので、その辺については、この本町の情報の部分については、それ

はもう既にある部分については徹底してやっておられるのかどうか、それを確認してお

きたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ご質問にご答弁いたします。 

  これまでからただいまご指摘のとおり、扱いをしてきたところでございますが、正直

申し上げまして、人が扱っているところでございますので、この７月２日にいたしまし

た会議で、各課へ、もう一度帰って、そういう情報がどれだけあるのか、どれだけその

セキュリティーが図れていないところがあるのか、今そういうリーダーに全て洗い出し

させていただいているところでございます。今後必ず、今申し上げましたようなそうい

う個人情報ファイルには、しっかりパスワード等を付すように指示徹底したところでご

ざいます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そうですね、徹底して、結局そういう情報を徹底しておろして、ま

たリターンしていただいて、もしそれがなされていなかったら早急にそういうようなこ

とをやっていくと。全て一忚そういうことが徹底した部分については、１００％今のと

ころはやられているというようなことも含めて、今後その結果を報告していただきたい

なというふうに思います。そのことが、繰り返し繰り返しやることが非常に役に立って

いくのかなというように思います。 

  特にこの国のほうで内閣府のほうに設置された委員会、これは国のほうのやつでござ

いますので、今般のマイナンバーに関する部分の委員会、これは次に出てくると思うん
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ですけれども、宇治田原町の個人情報保護条例の中での審査会、ここで議論するという

ことやと思うので、特段マイナンバーに係る委員会というのは設置されませんので、個

人情報保護条例にかかわる審査会で議論をしていただいたらいいと思うんですけれども、

これも後ほど報告いただくと思うんですけれども、保護条例の改正案についてのお伺い

もこの際にされているということを聞いておりますので、そういうことをやられて第三

者の意見も聞きながら、また議会でのいろんな審査を経ながら、この税条例の改正に伴

いますマイナンバーの活用、この分について、きちっとしたシステムのもとで個人情報

が守られていくというようなことを確立していただきたいというふうに思います。 

  冒頭ございました、何回も言います、１０月５日か１月１日かという話についても、

６月のときの委員会では周知期間としてどうのこうのという議論をしましたので、それ

がポイントになっておったわけ。僕らの頭には１０月５日というのがどんと入っておっ

たんですけれども、どうも法律をずっとその後読んでみると、１月１日違うかいなと。

まだ１０月１日には個人に通知するだけで、本人が申請してカードを持ってどうのこう

のというのは１月１日以降の話なんで、その辺も含めて、やはり情報というのはお互い

共有しとかんなんので、誤った情報でああのこうの言うとったら、それ何やってんとい

う話になりますので、今後は十分気をつけていただいて、住民の方々にとってより安全

なシステムを構築していただくように要望して終わっておきたいと思います。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。安本委員。 

○委員（安本 修） 今説明された中で前回説明なかった部分もあるんですけれども、ど

れを見ても、特に宇治田原町における情報セキュリティー対策をここでも言われている

んですけれども、情報流出の事案が発生する可能性は極めて低くなっていると。極めて

低いということは、あるということも考えなあかんという、１００％ないということじ

ゃないと思うのが１点ですね。 

  それから、委託業者に対して指導を徹底するということですけれども、やはり業者委

託、庁内管理というのはこれは基本やと思うんですけれども、そうじゃなくてやっぱり

業者に委託しなあかんということが出てくると思うので、これは利益を生む、業者さん

も利益生まないとこれは成り立たないということからしても、これはやっぱりこういう

個人情報を管理させるという点ではかなり難しいんじゃないかというように思うので、

ちょっとでもその危険性があるということならば、そこはやっぱりこういうことをやる

べきやないというように私は思うんです。 

  それから、特に公開用サーバーの外部利用についても、そのリスクを大幅に軽減して
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いると。軽減しているということはリスクがあるということの裏返しでもあると思うの

で、それぞれ、そういう点でこういう制度そのものがほんまは住民にとってどうなんや

というところを、やっぱりもう一回もとに戻って考える必要があるんじゃないかなとい

うように私は思います。 

  特にその分散管理するから安全やと、ほんまにこれ言えるんかどうかですね。そこの

ところは一元管理ないから、分散管理やから大丈夫というように今言われましたけれど

も、ほんまにこれ大丈夫なんかという点で、これ何のために統一した番号にするんやと

いうことを考えると、先ほどからも稲石さんも言われているように、人のこれはつくっ

たもんやから、必ずそれはどこかに穴があくという。年金情報もそうです、これ原因が

どうやとか含めて、現にこういうのが起こっているんで、やっぱりこれは危ないことは

しないということをしないと、何のためにこれやるねやということになってしまうと思

うんで、そこはちょっと十分考えてほしいと思うんですけれども、特に分散管理やった

ら何で安全なんやというところをちょっと答えてもらえますか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） まずこのマイナンバーの制度で分散管理というと

ころでございますが、この２ページの上のイメージ図１のとおりでございまして、これ

につきましてご説明させていただいておるのが、この１ページの分散型管理方式という

ことで、１カ所で集中管理せず、従来どおり各それぞれが持っている機関ごとに分散し

て管理すると。これにより、万が一、情報漏えいが発生した場合でも、複数種類の個人

情報が一度に流出することを防いでいるというために、こういう分散管理がされておる

ところでございます。 

  システム的にはこのような取り扱いがされておるところでございますが、委員ご指摘

のとおり、扱うのは人間でございます。幾らその独立したネットワークといえども、悪

意を持って使われれば別ですけれども、ちょっとした不注意で、例えば独立したネット

ワークからあるデータを持ってきて、それを加工することで、そのときにパスワード等

も付しておらずに、それが例えば狙われるというようなおそれが正直申し上げましてご

ざいます。そういうことがないように、こういう情報セキュリティーリーダー制度等も

設ける中、全職員の徹底を図っておるところでございます。引き続き、そのあたり扱う

のは人間であるということを肝に銘じて、今後もそういう対忚を徹底してまいりたいと

考えております。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 安本委員。 
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○委員（安本 修） 昨年も民間業者の情報も流出、もうかなりの数が流出しましたし、

そういう点でいうても、住民にとってどうなんやというところをもう一回考えてほしい

なと思うのと、だから人間がやることなんで、これは当然悪意を持たずにこんなん何か

間違いでということならまだしも、これは悪意を持ってどんどん流出したり、ウイルス

で汚染されたりするので、これはそういう点で、やっぱりどんな手を打とうが必ずそう

いうことが起こるというのも間違いないと思うので、これはやはりこういうことについ

てはやらないというのが一番いいんじゃないかと私は思うんで、その点、意見を申し述

べておきます。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） さっき聞き忘れましたんですけれども、このマイナンバー制度のこ

れ、小冊子みたいなやつを議員もいただいたんですけれども、議員の皆さんに、ここの

２３ページにマイナポータルというのがあるんやね。これ先ほど言うたマイポータルと

書いてあるね。これ同じやつやと思うねんけど、どっちが正しいのか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 私ども有しております情報、全てマイポータルと

いう表現が使われておるんですけれども、それはマイナポータルと書いてあるんですか。

マイポータルが正しいと回答、はい。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） これはそうなってあるけどね。 

  それで、そのことでちょっと聞きたかってんけどね、それは自分のパソコンから、そ

れぞれのパソコンからどういう情報がどういうふうなところに使われたかというのを確

認できますよということなんですね、これ。一歩進んで、恐らくパソコン持ってへんお

年寄りなんかからしたら、その確認のしようがないですね。町役場としては、そういう

人たちのためにどうこうするというようなシステムをきちっとつくってあげたほうが、

聞きに来られたら、それはあなたはこうですよというふうにできるようなシステムを、

町の情報の専門家のところがやってあげるのも一つの方法かなと思っておったんで、さ

っきちょっと質問するの忘れたんやけど、そういうことも含めて今後検討していくべき

やと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ただいまのご質問でございますが、実は後ほどの

その個人情報保護条例の改正のときにご説明申し上げようと思っておったんですが、と
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申しますのは、簡単に申し上げますと、こういうパソコンを使って、自分の情報が、い

つ誰がやりとりしたのかが見られる形にはなるんですが、今おっしゃいましたように、

高齢者とかパソコンお持ちでない方、そういうような方は見ることがなかなかできない

ということから、個人情報の、後ほど出てまいりますが開示請求と申しますが、そうい

うところの手続を、これまでは本人もしくは法定の後見人とか、そういう方しか開示請

求できなかったんですけれども、例えば本人が委任した方々にもそういう請求行為をし

てもらえるという扱いに法律のほうでなってございます。 

  したがいまして、その私どもの個人情報保護条例も、これまではそういうご本人、基

本的にはご本人しかあかんかったんですが、そういう特定個人情報、マイナンバーのつ

いた情報のやりとりなんかについては、そういう法定代理人、例えば社労士ですとか、

そういう方々とかにも見ていただくことができるというような法的な改正がされており

ますので、それに合わせた条例改正を行う予定でございます。また後ほどご説明させて

いただきたいと存じます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それは個人情報の保護の条例を使って、私の情報はどうなんですか

とか、漏れてへんかとかという話の手続の問題。それを代理人を使ってやりますという

話ですね。 

  そうやなくて、日常的にその自分の分を見るのについて、それどうのこうの言うこと

は、開示請求とかいうのと関係ない、条文と関係ない世界の話ですよね。そういうよう

なことが日常的にできませんか、そういうシステムとしてできませんか、個人情報保護

条例に乗っかっての正式な部分どうのこうのというのと違う部分としてのそういうシス

テム化みたいなものができませんかという。かたい話じゃなくて、私らがこれからパソ

コンでのぞけるような部分を、何か企画行ってとか、住民福祉課とかに行ったらきちっ

とそういうふうなことを言うてもらえますよと、そういう仕組みが町独自のいろんなシ

ステムとしてできませんかということを聞いておるんです。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 申しわけございません。確かにご指摘の件、ごも

っともかと存じます。ただ、まだその制度が始まっておりませんので、どういうような

形でその見るというような形ができるのかはあれなんですけれども、できるだけそうい

う住民さんに配慮できるような形をつくっていきたいと思いますので、ご理解賜ればあ

りがたいと思います。以上です。 
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○委員長（谷口重和） ほかに質疑のある方はございませんか。 

  ないようですので、継続審査に関する質疑を終了いたします。 

  本件につきましては、９月定例会の委員会において引き続き審査を行い、委員会とし

て最終決定を行っていくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  日程第２、各課所管に係ります第２四半期の事業執行状況を議題といたします。 

  まず、総務課所管について当局の説明を求めます。山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） 大変ご苦労さんでございます。 

  それでは、事業執行状況の平成２７年度の第２四半期に係ります総務課のほうにつき

まして説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  資料のほうは１ページからお願いをしていきたいと思います。 

  まず、地域防犯推進事業でございますけれども、今年度に開始をいたしました地域み

まもりステーションでございますけれども、これの外構工事のほうが今年度に実施をす

るということで、議会からも早く実施するようにというお声をいただいている中、あし

た入札の予定をさせていただいておりますので、早急に対忚していきたいというように

思っております。 

  それとあわせまして、７月１０日から１９日は府民防犯の日の啓発事業でございまし

たので、７月７日に宇治田原町の地域防犯推進ネットワークの協議会を開催いたしまし

て、防犯意識の高いまちが犯罪抑止につながるということで、防犯啓発ののぼりの設置、

あるいはまた防犯情報のメールの配信を行ったところでございます。また、自主防災組

織の中で安心安全活動の助成金についても、随時受け付けを行っているところです。現

在のところゼロでございます。 

  それから、２つ目の地域防災対策事業で、地域防災計画の策定業務でございますけれ

ども、これにつきましても、今年度ご理解を賜りまして、災害対策基本法、あるいはま

た土砂災害防止法の改正に伴う地域防災計画の改定を行うべく、これも大変申しわけな

いですけれども、あす入札を行う予定をいたしております。 

  それから、３つ目の地域防災対策事業の同じく防災マップの改定事業でございますけ

れども、これもあす入札を行うところでございます。これについては改定ということで、

国費のほう２分の１の助成を受けて実施するものでございます。 

  それから、４つ目の地域防災対策事業の災害時情報伝達システムの整備事業でござい

ますけれども、これはもう既に入札も行っておりまして、整備事業のほうを進めており

まして、本町に最も合った情報伝達システムを構築するために、基本計画の策定という
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ことで、また内容等上がってまいりましたら、随時議会のほうにもご説明をさせていた

だきたいというように思っております。 

  それから、自主防災組織の支援事業でございますけれども、一忚、第２四半期という

ことで、７、８、９の分を入れておりますけれども、もう済んでおりますけれども、

７月１２日に禅定寺自主防災会の訓練をしていただきまして、９月に、一忚日程的には

未定でございますけれども、郷之口の自主防災訓練の予定をいただいております。また

６月までには郷之口のほうでも防災訓練、あるいはまた銘城台のほうでも防災訓練、荒

木区においてはもう３回訓練を意見交換会というのも含めてやっていただいているとこ

ろでございます。これについても、自主防災組織の安心安全活動の助成金を随時行って

おりますので、対忚していきたいというふうに思っております。 

  それから、６つ目でございますけれども、生活道路等における交通安全対策事業でご

ざいますけれども、これは６月議会の開会中の所管の委員会でも報告させてもらいまし

たけれども、郷之口湯屋谷線の３０ｋｍ規制について、今現在、公安委員会のほうで審

議をしていただいているということで、今現在、道路管理者のほうと道路上に加えるそ

ういった部分について精査をいただいているというふうに聞いております。 

  それから７つ目、次のページ、２ページでございますけれども、多機能消防資機材整

備事業でございますけれども、今年度は多機能消防車両について、１２月に引き渡しで

きるように、今年度は第１分団第１部、南のポンプ車を多機能消防車両に更新というこ

とで、もう既に入札も終わっておりますので、随時、今、移送等をやっていただいてい

るところでございます。また小型ポンプの配備予定についてでございますけれども、

７月の下旪になっておりますけれども、これが７月１５日にもう既に第１分団第３部、

湯屋谷の地域のほうに小型ポンプの更新をして配備を行ったところでございます。それ

から、チェーンソーについては各支部２台ということで、今年度購入予定になっており

ますけれども、ちょっとこれは国庫補助事業になっておりますので、まだ内示のほうが

来ておりませんので、参りましたら早急にかかっていきたいと思っております。 

  それから、８番目ですけれども、総合防災訓練の実施事業でございますけれども、こ

れについては大変申しわけないんでございますけれども、防災訓練の日を当初１１月

１５日ということでお願いしておりましたけれども、その日に京都府の消防大会が開催

されるということで、やむなく、地域の安心・安全のかなめは消防団ということでご協

力もいただく中、訓練予定日を１１月８日の日曜日にお願いをしていきたいというよう

に思っております。 
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  それから９番目、消防団の操法大会の参加事業費ということで、もう既に操法訓練の

ほうも大詰めになっておりまして、７月には合同訓練を消防学校でやっていただきまし

て、この次の日曜日、宇治田原町の住民グラウンドのほうで続きの消防操法大会が開催

されるというような予定になっておりまして、選手のほうも５月２６日から訓練に励ん

でいただきまして、もうようやく総仕上げというようなところでございまして、議員各

位には大変何かとお忙しいところではございますけれども、ご案内のほうも出ておりま

すので、消防団の団員の皆さんをひとつ励ましを賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。なお、今年度は第１分団第１部南地域と、第２分団の選抜のほうで出ていただい

ております。 

  それから、１０番目の人材育成基本計画の推進事業でございますけれども、これも

３月議会のときにご指摘も賜った中で、人材育成の推進委員会を開催する中で、今、人

材育成の実施計画の策定が大方できてまいりまして、今、決裁段階まで行っているんで

すけれども、実施とともに、策定とともにまた議会のほうにも報告をしてまいりたいと

いうように思っております。 

  それから、１１番目の職員能力向上プログラムの構築事業でございますけれども、こ

れも前年度から引き続いてやっておりまして、もう既に各課の目的、あるいはまた個人

目標の確定、期首面談を終わりまして進めているところでございまして、昨年のいろん

なアンケート等によります反省点も踏まえた中で取り組んでまいりたいというように思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから１２番目、災害時の忚援協定でございますけれども、これにつきましては、

本年度５月１５日に岐阜県揖斐郡の池田町さんと締結をいたしまして、今現在、マニュ

アルづくりに取り組んでいるところでございまして、今後は西日本のエリアの自治体を

また継続して調査研究してまいりたいというように思っておりますので、また状況に忚

じて議会のほうとも十分にご相談を申し上げていきたいというように思っております。 

  それから、めくっていただきまして、３ページでございますけれども、１３番目、消

防団員装備拡充事業ということで、これについてはもう消防団の活動服、新基準で既に

発注のほうをいたしておりまして、町内の繊維組合のほうが落札いただきまして、取り

組んでいただいているところでございまして、あと安全靴の発注のほうも、予定よりも

ちょっと若干おくれておりますけれども、８月中旪までには発注のほうをかけていきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから一番最後、事業名１４番として、これまた新しくつけさせていただきました
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けれども、総合教育会議ということで、３月の議会のほうでも各議員のほうからご質問

もいただいた中で、市町村によっては逆委託をして教育委員会が事務局持っているとこ

ろもございますけれども、本町では総務課のほうで事務局のほうを仰せつかっておりま

して、所管の委員会に初めて事業の執行状況を上げさせていただいたところでございま

して、第１回目の総合教育会議を７月１６日に開催をいたしまして進めさせていただい

たところでございまして、今後、第２回開催、第３回開催ということで、今年度中に大

綱のほうもまとめていきたいと。またその間に、議会のほうにもいろいろとご報告も申

し上げていかなければならないというように思っておりますけれども、委員さんの中か

らは、これぐらいの回数ではそんなにまとめはできないということもおっしゃっていま

したので、随時また会議を開催する中で取り組んでまいりたいというふうに思っており

まして、また内容等については、議会のほうについてもご報告を申し上げたいというよ

うに思っておりますので、よろしくお願い申し上げまして、総務課の所管については以

上でございますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方、挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） そしたら６番目の生活道路等における交通安全対策、郷之口湯屋谷

線の３０ｋｍ制限、これが今公安で審議中というふうに書いておりまして、先ほどちょ

っと触れられたように、道路管理者との間でちょっと協議調整中やということなんです

けれども、具体的な日程としてどの辺をめどにこういうことが実現できるのか、町当局

として今のところどういう感触をお持ちなんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問にお答えしたいと思います。 

  これについては、また議会のほうからも後押しするし、一生懸命取り組めということ

できょうまで進めてきた中、随時、田辺署の交通安全の担当課とも詰めているところで

ございますけれども、今現在、公安委員会からちらっとおりてきていますのは、この郷

之口湯屋谷線の道路の中のその横の線の問題と、広いところをもう尐し逆に今度はスピ

ードを出せないような構築はできないかというふうなことを言われていまして、これは

喫緊の課題になっていまして、できる範囲のことはする中で、私も規制の標識をつけて

もらったら終わりかなというように思っていた部分があったんですけれども、いや、そ

うじゃなしに公安委員会が認定することは、やはり安全性を確保するために、当然のこ

とながらそういう道路をスピードを出して走れないようにできるだけこうしていくのが
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基本らしいですけれども、そのあたり、今週なり来週あたりに早急に詰めていく中で、

できる範囲のことと、また協力願う部分とあると思いますけれども、もう近々の課題と

いうように認識しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 今の安全性の確保の話は、この前の前々回ぐらいの委員会でも出て

おって、一般質問、一般質問はどうやったかいな、こういう道路をしますと、曲がりく

ねったような、また違うところであったんかいな。 

  それは、まずそういう規制が大事で、そういう担保をしていただいた中で、各論とし

てそれはスピード出ないように狭めるとか、いろんなことが必要なんやけど、公安委員

会がそういうぐあいに言うてくれるんやったら、その取り組みを具体的に、ジグザグに

したり、がたがたにしたり、それは路面をする方法は何ぼでも考えられるんで、そんな

んやっているところって他の自治体にいっぱいあるわけで、ここも３０ｋｍの制限で旗

立てているけれども、朝、子ども送っていくときに３０ｋｍを守っている車両ってほと

んど尐ないですよね、猛スピードで危ないというようなときもあるんで。 

  やっぱりそういう部分で３０ｋｍ規制が実現できた折に公安委員会が言うてくれるん

やったら、安全性の確保のために、より実効性を高めるために、やはりそういう手段と

いうか手法をこしらえていって、路面をがたがたにするとか、狭めるとか、ぐいちにす

るとか、それはやっぱりそういうようなことは大事なことで、それは地域の住民の方々

の要望でそういうぐあいにしたんやから、地域の住民の方々には理解してもらわないと。

もちろんのことでございますので、早急にその地域の方々とも詰めて、この路線のどの

部分にそういうようなことをしていったらいいのか。そういうことがあると、やはり通

常、日常的に通られる方も、そういうことやからスピードを緩めるねやなということが、

おのずと意識の中に芽生えてくるんで、そういうことが大事やと思いますので、よろし

くお願いしたいと思いますけれども、再度どういう対忚をされるのかお聞きします。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますけれども、日ご

ろから大変、子どもの安心・安全にもご尽力賜っておりまして、厚くお礼申し上げたい

と思います。 

  おっしゃっていただいたように、こういったような形が議会のほうからも後押しして

いただいているように思いまして、一生懸命取り組む中で実効性を高める中で、早く設

置していただけるように取り組んでまいりたいというように思っておりますので、よろ
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しくお願いします。ありがとうございました。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 次に、１０番目の人材育成基本計画、これも何回か質問したり、決

算委員会でやったりしていますけれども、その実施計画を策定されていろいろやってい

くということでございます。 

  その折に研修メニューの充実というようなことが非常に大事なことなんですけれども、

今のところは振興協会のほうからいろいろなメニューがあって、その研修に、初任者研

修とか係長研修とか管理職の研修に行っていただいているんでしょうけれども、町独自

のやはり研修も、全て振興協会のほうに依存することなく、やはりこういうことが大事

やと、人材が大事やと言うのやったら、その実施計画を策定する折に、町独自分として

は、大半は振興協会、財源も向こうに持ってもうてるんですから、それでいいんですけ

れども、町独自分でこれだけは町の研修として継続してずっとやっていきますよという

ようなものもやっぱりあるほうがいいのかなと私は思っているんですけれども、その辺

はどうですか。今のところ町独自でやってはるようなものってあるんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問にご答弁申し上げたいと思い

ます。 

  町のほうでも職員の研修計画というのを立てながら取り組んでいる中で、実際、振興

協会のほうがもう非常に多くのメニューを出してきていただいておりますので、鋭意積

極的に参加を図っているというのが現状なんですけれども、本町については、町独自で

特に係長級の者を対象にしたのと一般の主事級の対象に分けて、隔年で職員研修をやっ

ているというのが現状でございまして、こういった人材を育てていく中では、しっかり

とした研修も非常に重要というようには認識しておりますので、今後もそういった面も

充実していきたいというように思いますので、よろしくお願いします。以上でございま

す。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） やっぱりその実施計画を最後つくり上げて、おおむねできておると

いうことなんやけど、最終的な段階では、やはり町独自の研修メニューもきちっとつく

って、これだけはもう町単独の部分で職員を育成していくんやと、振興協会は振興協会

でその大半をそこへ行って勉強してくるということなんでしょうけれども、やっぱり職

場研修とあわせて町独自分をお願いしたいなというように思います。 
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  次に、１２番目は池田町との関係で今マニュアルづくり中ですということで、この前

もそのように申し上げたんですけれども、全協のときも。この前、池田町が３日に来て

いただいて、私どもと交流をさせていただいたんですけれども、その折にもちょっとお

願いしておいたんですけれども、文化とかいろんな産業の関係とか女性部会とか、その

辺も含めて交流のことを池田町の町長さんなり議長さんにもお願いしておいたんですけ

れども、そういったものが具体的に事業化できるように、お互い知恵を絞ってやったら

どうですかというのを委員会で町当局に要望申し上げているんですといって言うといた

んです。そしたら向こうも、そういうことやなというふうには理解は示していただいて

いるんですけれども、やっぱりその辺は来年度からはきちっと取り組みができるように、

お互いの情報交換しながら事業のメニュー化をしてほしいなと思っていますけれども、

いかがでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますけれども、今ご

ざいましたように、７月３日に池田町の議会の議員さんがお見えになったときに岡﨑町

長さんも一緒に随行されたという中で、副議長のほうから、そういった災害時忚援協定

の後のマニュアル作成づくりについても後押しをいただきまして、向こうの町長さんも、

それは大事なことやというように認識をされていますので、一緒に一体となって早急に

お互いに協力しながらいいものをつくっていきたいと。 

  なお、今現在、池田町さんと福島県の国見町さんとは災害時の忚援協定がされている

んですけれども、まだマニュアルといったところまではできていないようでございます

けれども、うまくお互いが協力できるようにすることが一番いいというふうに思ってお

りますし、議会のほうからもそのように後押しをいただきましたら、非常に向こうの町

長さんも意欲的になっていただいているということで、積極的に取り組んでまいりたい

というふうに思っていますので、よろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） やっぱりこの次の備考欄に書いているように、西日本エリア、あれ

東のほうから探しまして、西のほうはどうやという話になるんで、継続して調査研究し

ますよと、２つ目を。そうしますと、やはり池田町とのいろいろ評価が分かれていくん

で、ここでやっぱりそういう文化的な交流とかいろんな交流をやって、災害の忚援協定

だけじゃなくて、こういうことのメリットがありましたよということを踏まえて２つ目

を探すというのでないと、余りにも単純過ぎるのかなというように思っていますので、
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それはよろしくお願い申し上げます。 

  それと、１４番目の総合教育会議、これはもう何回も教育改革、地方教育行政改革、

この中で一般質問もやりましたし、多くの方々の関心のあるところでございます。町長

部局でこのことを仕切られて、事務局も町長部局で持っておられるということについて

は評価いたしますよというふうに申し上げました。７月１６日に第１回目、ちょっと遅

いかなというふうに私は思っておるんですけれども、新聞等で見ますと、第２回、第

３回のこの日程も書いていましたですね。 

  今おっしゃったように、３回で大綱はなかなかしんどいなと、私自身もその新聞読ん

で思っておったんです。やはりもう尐し丁寧に議論をして、町長と教育委員会の皆さん

方が意見交換しながらよりよい大綱をつくっていくと、こういうのがあるべき姿かなと

思っていますので、その辺は教育委員会とも十分協議を図る中で、もう尐し回数をふや

してやっていただきたいと思っております。これはもう要望で終わっておきます。以上

です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、総務課所管の質疑を終了いたします。 

  次に、企画・財政課のうち、企画課所管について、当局の説明を求めます。奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 引き続きまして、私のほうから企画・財政課の企

画関係にわたります第２四半期の事業執行予定状況をご説明申し上げたいと存じます。 

  資料４ページ以降になりますが、まず１番目、新庁舎建設計画事業でございますが、

この第２四半期といたしましては、去る７月１日に庁内のプロジェクトチーム会議を開

催いたしまして、あす第３回目となります庁舎の建設委員会、外部委員会でございます

が、委員会を開催する予定でございます。そして、また８月にも庁舎建設委員会を開か

せていただきまして、庁舎規模や施設計画等についての協議をいただく予定をいたして

おります。 

  ２番目につきましては、後ほど小西理事のほうからご説明をさせていただきます。 

  ３番目、第５次まちづくり総合計画策定事業でございますが、これも去る７月１２、

１３、１４、この３日間におきまして、まちづくり座談会をそれぞれの３テーマに分け

まして開催させていただいたところでございます。ちなみに、出席者数でございますが、

１日目「うじたわらっ子育み」、このテーマで開催いたしました１２日は１３名のご出

席、そして２日目、１３日月曜日は「まちの活力」というテーマに際しまして２２名の

ご出席、３日目、１４日は「安心・住みよいまち」というテーマのもとに１８名ご出席



６４ 

いただきまして、延べ３日間、合計で５３名のご出席をいただいたところでございます。 

  今後の予定でございますが、８月中に内部の策定会議、また総合計画審議会で諮らせ

ていただきまして、また引き続き議論を進めさせていただきたいと考えております。 

  それから４番目、コミュニティーバス運行支援事業でございますが、これにつきまし

ても６月分の乗降実績をこの６ページの次に６月分の実績を入れさせていただいておる

ところでございます。引き続き運行を図ってまいります。 

  そして５番目、ＪＲ奈良線高速化・複線化事業費補助金でございますが、これはもう

当初、交付決定させていただいたとおり事業を進めていただいておるところでございま

す。 

  それから６番目、５ページになりますが、福祉バス運行事業、これにつきましても、

先ほどのコミバスと同じ様式のほうに福祉バスの６月分の利用実績を入れさせていただ

いております。 

  それから７番目、社会保障・税番号制度導入事業でございますが、これにつきまして

は、後ほど情報公開・個人情報保護審査会、失礼いたしました。個人情報保護条例の改

正につきましてご説明を申し上げたいと思いますが、まず電算システム的には、この導

入に向けまして、引き続きシステム改修のほうを進めてまいります。当面の予定でござ

いますが、今申し上げました情報公開・個人情報保護審査会を７月１３日に開催いたし

まして、後ほどご説明させていただきます個人情報保護条例の改正に関しましてご審議

いただいたところでございます。これを受けまして、一定了解をいただきましたので、

あすからこの条例改正に伴いますパブリックコメントを実施いたしたいと考えておりま

す。 

  今後の予定でございますが、そのパブコメも含めまして、この方向性が出ました折に

は、９月議会におきましてこの個人情報保護条例の改正議案を上程させていただきたい

と考えております。当面の予定ですが、１０月からご承知のとおりマイナンバーの通知

を住民票の住所へ送付させていただきます。また、２８年１月からは実際の社会保障・

税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始されます。そしてあわせまして申請者

には個人番号カード、この写真のつきました個人番号カードを交付させていただくとい

う流れになってございます。個人情報保護条例に関しましては、後ほどご説明を申し上

げたいと存じます。 

  それから飛びまして、９番目、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業でございま

すが、これも総合計画の策定議論と並行して作業を進めておりますが、これもこの第
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２四半期には、内部の地域創生本部、町長を本部長といたしまして、内部の創生本部を

７月１日に開催いたしまして、７月１５日に第１回目となります外部の委員会となりま

す総合戦略会議を開催したところでございます。これにつきましても、後ほどご説明を

申し上げたいと存じます。そして９月にはまた創生本部、そして戦略会議のほうを開催

させていただきたいと考えております。 

  それから１０番目、行政改革推進事業でございますが、これにつきましても、内部の

推進本部会議を７月１日に開催いたしまして、８月５日には外部評価委員会を開催させ

ていただきまして、現在の予定では９月議会のほうにその進行管理のご報告をさせてい

ただければと考えております。 

  それから１１番目、集会所等整備事業補助金でございますが、これは前回から変更は

今のところございません。実際、事業が済んでおりますのが郷之口会館の修繕、そして

荒木公民館の修繕でございます。今後の予定といたしまして、岩山会館の修繕、また南

公民館の新築の申請が出てまいるものと考えております。 

  ６ページをごらんいただきたいんですけれども、これは６月補正でご可決いただきま

したバス停機能充実事業についてでございます。バス会社に対する補助事業分と町が直

接広報板を設置いたします直接の工事分とに分かれるわけでございますけれども、町が

実施いたします広報板の設置工事につきましては、６月３０日付で契約をさせていただ

きまして、７月１日から８月いっぱいを工期とさせていただいております。現在、材料

の加工ですとか防腐処理等を進めていただいております。本日もまた業者に確認いたし

ましたが、実際の現場、工事入らせていただくのが７月下旪ぎりぎりになろうかと思い

ますが、７月下旪から約１週間から十日で現場作業が終わろうかと思います。８月上旪

には現場の形ができる予定でございます。私のほうからは以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） ２番目は財政からまたあるから、今のところよろしいね。 

  ３番目の第５次まちづくり総計なんですけれども、この前、座談会やられて、３つの

テーマで３日間ということで報道にも出ておりましたですけれども、私思いますのは、

前からも申し上げているんですけれども、この辺でテーマを絞ってやられるんですけれ

ども、この委員さんもそうですし、住民の方々にも徹底の方法なんですけれども、子育

てでしたら子育ての部門別の計画というのが策定していますね。子育ての施策の部分を

あそこにうたっているやつを自分の頭の中で、それぞれ総計の委員さんも含めて、その
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上に立って総合計画に立ち向かっていくとかいうようなことができるんかどうかなんで

すよね。 

  だから僕は、そんなことは二度手間をかけずに、部門別は部門別でやって、あれだけ

公募も、住民の方の公募も、学識経験者も入れて策定したんやから、それ以上のものは

ないわけですよ。それをこういう策定委員さんを総計の委員さんに募ってやってもらう

と、それぞれ部門ごとの専門的にやったやつ以上のものみたいなのはできてこないです

よ。それをどうなんですかということは言えるんやけども、それを屋上屋重ねるみたい

な形でテーマにしてこういう座談会やったって、あれ以上のものが出てきいひん。あな

たも子育ての企画の、課長の場合は子育てのことやっておられて、あれだけ慎重に、か

つ回数を重ねて議論をした分について、１日ぐらいやったって何も出てこないですよ。

総計の策定委員さんだってそうですよね。いろんな町には部門別の計画がございます。

その分を全部おさらいして臨んできてはる先生っていらっしゃらないでしょう。 

  だから僕は、各部門の計画は計画で、それぞれのときに時間かけて策定しているんで

すから、その部分をおいておいて、それ以外の重点的な部分は、今度の第５次総合計画

はこういうことをやってほしいんですということをやらないと、総花的になってくると

各部門別計画に絶対負けちゃいますから、そういうことを言うてるんですね、私は。実

施計画をやるにしろ、総合計画を策定するにしろ、基本構想と基本計画と実施計画の関

連はどうなんですかという話をしているわけですよ。 

  だから、どうも見てみますと、そのあたりが曖昧になっておるん違うかと。今度の

５次計画は、やっぱり重点的に先ほど言いましたこの地方創生と絡めて、今後の１０年

をどのような形で推し進めていくのかということに係ってきよるんで、そこのところは

やっぱりもう尐し事務局もきちっと整理してかからないと、今までと同じやり方やって

おると、またその総花的な文言だけで、何も実行力のない計画になって、部門別計画の

ほうが先に出てしもうて、そちらのほうを形づくるだけの総合計画になってしまうと、

実効性も何もあらへんでしょう。その辺は企画課長としてどのようにお思いですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ご指摘の点、しっかり受けとめさせていただきた

いと考えております。特に今ご指摘ございましたように、例えば子育て計画、しっかり

皆様方、委員の方々のもとにつくっていただいた計画でございます。それと総合計画と

の関係ということにもなってこようかと思いますが、もちろんそこで議論いただいた具

体的な施策もございます。 



６７ 

  ただ、私ども町の総合計画といった場合、やはり地方創生もそうでございますが、子

育て等に関する施策というのは、今後の宇治田原町を見たときに非常に重要な案件であ

ろうかと考えております。もちろん先に進めていただいております子育ての計画はある

わけでございますけれども、それとあわせて、具体的なそういう進捗も含めまして、総

合計画にもしっかり反映させていただきたいということで、今回このようなテーマをさ

せていただいたところでございますが、そのあたり、めり張りある計画づくりというご

指摘につきましては、しっかりやっていきたいと考えております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） だから、その部門別で子育ての分とか、障がい者とか、高齢者とか、

それぞれの分で５回とか６回とか回数を重ねて策定をした部分について、膨大な資料を

読んで、それぞれ意見言うてまとめ上げた分を、こんなんまちづくり座談会みたいな、

１日２時間ほどやって、そこで出てきた意見は何やねんという話になりますから、だか

らこれは何のためにやってんねやとこの前も聞きましたけれども、住民の方々とどうい

う情報交換をするんやと言いましたですけれども、そんな人が、言うてるような部門別

の計画を超えるようなことが出ないですよ。僕らかてあの意見、こんなん出ました、こ

んなん出ましたと言うのは、その策定委員会のところで十分に議論した意見ですよね。

だからその辺はやっぱりきちっとやらんと、屋上屋重ねて何回やったってだめですよ、

そういうのは。 

  だから、それはそれで部局別の分を１０カ年とか、健康づくりやったら健康づくりで

きちっと今つくっておると。そういうようなものは、それにまさるものはないわけ。町

が一生懸命先生を募って、大学の先生を委嘱してつくらせているんやから、そんなん総

計の先生方にそのことを超えるようなことせえ言うたかってでけへんですよ。だから、

僕は、きちっとそれはそれなりにそのまま生かしていったら、総合計画はできますよと。

そこでないものについて総計でやっていただいたらどうですかということをずっと言う

とるんです。副町長、この辺についてはどのような考えをお持ちになっていますか。 

○委員長（谷口重和） 副町長。 

○副町長（田中雅和） まず、おっしゃるように、部門別で専門、あるいはいろんな学識、

有識者の方からいただいている計画につきましては、当然のことながら立派なものをつ

くっていただいておりますので、それをもとにしてやっていくんですけれども、やっぱ

り今回そういう中で総合計画をまとめるに当たりましては、各部門ごとでの専門家のご

意見、それに補うと言ったら失礼ですけれども、それでどうなのかというのはまた違っ
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た目で住民の方々、あるいは有識者の方、そういった方がまた違った目で見ていただい

たご意見も私どもも受け入れさせていただいて、そして新たに総合計画、あるいは関連

する創生計画もつくっていきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） その違った目でというより、もう既に策定して、今後の進め方とし

ては、その部門別計画を指針として子育てやります、高齢者やります、障がい者やりま

す、健康づくりやりますというて言うてはるわけですやん、町としては。それをおろし

て議会にも説明し、住民の方々にも周知してはるわけ。そやのに違った見地から５次総

計の意見をいただいて、そういうようなものを参考にしながらやっていくと言うたら、

違う意見が出たときに既にもう２７年度とか２８年度からスタートしようかと言うてい

る５カ年計画とか１０カ年計画と違ったようなものを総計にうたったらややこしくなる

だけの話ですよ。まごつきますやん、みんな。 

  だから、僕が言うてるのは、それはそれなりのエネルギーを使って、時間を使って、

お金を使って、１５人とかの策定委員さんでやった部門別の分を１０カ年やりますよと

いうたら、それは一つの柱ですよ。だから、第５次まちづくり総合計画と言うてるけれ

ども、総合計画じゃなくて、それはもう重点政策に特化してやらはったらどうですかと

いうことをずっと言うてきとるんです。それを昔ながらの総合計画みたいな形にすると、

時間をかけて策定したそれぞれの計画、今回でしたら観光やったら観光振興計画に力入

れてやった、冊子をつくってこういうぐあいにやっていきましょうというたら、総計で

違う意見が出てきたらえらいことになってしまいますよね。 

  だから、やっぱりその委員さんが違うメンバーやったら違う意見が出るのは当然のこ

とやけど、まとめ役としては町がきちっとやらな。だから、それは企画なりそれぞれの

計画部門がリードして計画策定に携わるわけですから、その辺が難しいんで、この際、

時間と手間暇かけずに、既に策定した分については省力化しはったらどうですかという

のは、僕はもう去年からずっと言うとるんです。どうですか、それは。同じことやって

おったってまとまらへんですよ、それ。 

○委員長（谷口重和） 副町長。 

○副町長（田中雅和） おっしゃる趣旨もよくわかりますけれども、やはりそういった各

進んでいたといいますか、しっかり議論していただいた計画を、いわゆるそれをさらに

どこまで高め、総合的なものにまとめられるか、その辺はいろいろ議論もあるところか
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と思いますが、やはりいろんな視点といいますか、いわゆる総合的な観点から見た計画

というのは、やはりこの際、いわゆる寄せ集めというのもちょっと表現悪いですけれど

も、そうではなくして、総合的に見たそういった議論を踏まえた計画としてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いします。以上

です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） もうこれはまた言う機会があろうと思うので、これでやめときます。 

  ９番目のまち・ひと・しごと地方創生、これについて創生本部を庁内では町長を筆頭

にというのは７月１日に立ち上げまして、会議をしはったんやね。立ち上げは前のとき

にしはったね。４月以降の早い時期とこれも言うてはった総合戦略会議、これ７月

１５日に第１回目をしました。 

  この前、他のところではもうそんなん４月にやって、もう３回目ぐらいやってはるわ

けですよ。取り組み姿勢が非常に弱いんじゃないかなと。この前も池田町の町長も言う

てはった、議長も言うてはりました。池田町議会には地方創生の特別委員会もありまし

た。全国の情報を仕入れて、その議長さんは全国町村会の副会長をやってはったんで、

そういう情報も非常に密になっておったんで、立ち上げてやりましたと言うた。町長さ

んは町長さんでもう９月目途に総合戦略の策定をするんですと言うてはるわけです、も

う９月に。それとうちと比べたら、これ７月１５日に第１回目の総合戦略会議を開いて、

これからやっていって３回、４回やらんならんというんですから、随分そのレベルが違

うやないかと思うんやね。この辺についての取り組み姿勢というのは、何でこんなにお

くれてくるのかなと。この辺について課長としてどうお思いですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 確かに第１回目が７月になったということで、他

市町村に比べるとやや遅かったという事実はおわび申し上げたいと存じます。 

  なお、実際のその進捗状況でございますが、近隣にも聞いておりますと、この総合戦

略のみをされる場合、これからアンケート調査ですとか人口ビジョンを策定される、ち

ょうど今しておられるところでございますが、本町の場合、昨年度から総合計画の議論

もさせていただいておりまして、実際には、例えば昨年度、住民アンケートも既に利用

させていただいておりますので、そういうところもご活用させていただくとか、人口ビ

ジョンも一定現在の素案も出ておりますんで、今後ピッチを上げまして、具体的な施策

づくりの議論をしてまいりたいと考えておるところでございます。以上です。 
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○委員長（谷口重和） 稲石委員、この今の９番は日程第３でまた出ますので、そのとき

に質疑して、はい。 

○委員（稲石義一） そのときにそしたら集中してやるんやったら、そのときにします。 

  １０番目の行政改革、これはその内容は進捗状況からいうたら、この分８月にやって、

外部委員さんにも意見を伺って、９月に議会へ報告しますわと、こういうことなんやけ

ど、ほかのやつは、今言うているように、今から立ち上げてどういうぐあいにしようか

という話やねんけどね、この分、２７年度の進捗状況のことをやってはるんかな、この

行革の２７年度の分なんですか。２６年度と違うね、これ。お伺いします。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） これまでの取り組みでございますが、２６年度の

まず実施内容を、５月の１カ月間で庁内の内部ヒアリングをいたしまして、それをまと

めた内部の推進本部会議を７月１日にいたしまして、８月５日に外部委員会にかけると

いうことでございますが、基本的には２６年度の実施状況、それを踏まえまして、

２７年度以降どういう内容を取り組んでいくかというご議論をいただく予定でございま

す。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ２６年度の事業実施、行革の実施について総括するということは、

５月にヒアリングして、７月１日の行革推進本部でたたいてもろうて、それも含めて外

部審査委員会にかけると。そのときは２７年度の分も一緒に進捗状況を言うと、こうい

うことでよろしいんですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） そのとおりでございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それやったらもうそれで結構です。 

  それと、最後のバス停の、この前６月に補正したやつの町実施分、広報板設置云々か

んぬんについては、６月３０日に契約して今やってもらっていると。これバス会社本体

の分にうちが負担金で払う部分の内容の部分の工程というのか工期はどういうふうにな

っておるんですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） それにつきまして、こちらにはお書きしておりま

せんが、これも私どもの契約日、工期と全く同時期で、現場としてはバス会社実施分と
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町の広報板、同時にさせていただきますんで、全くそのバス会社実施分もこの契約日、

工期と一緒でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） いや、契約イコールということは工期も一緒であると。一緒のしま

いに８月３１日が工期のしまいになってあるけれども、それには間に合うように全部で

き上がると、そういう理解でよろしいんですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） そのとおりでございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それと、この次の地方創生の繰り越しの分あるでしょう。これは誰

が説明してくれはるのか。地方創生絡みのこの７ページからの分は、これの進捗状況と

いうのは誰が説明してくれはるのか。財政、これから後か。創生事業、提案事業の所管

事項報告とはまた違うねやろ、これ。 

○委員長（谷口重和） 主要事項報告の中で説明が。 

○委員（稲石義一） 所管事項報告の中で一緒に…… 

○委員長（谷口重和） 事業執行状況の中で各所管課の、さっき今……。 

  暫時休憩します。 

休  憩   午後２時５６分 

再  開   午後２時５８分 

○委員長（谷口重和） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  稲石委員。 

○委員（稲石義一） それで、７ページから８ページの分の交付金の分が３月補正で全額

繰り越しで１３カ月予算ということでやられたんですけれども、この全体事業費が

５，５００万、５，０５０万やったんかな、の中で交付金をいただいて事業をやってい

ますよと。これ、プレミアム商品券も含めてですけれども、不執行の分が出てきたとき

にこのお金、その交付金そのものについてはそれぞれのところで入札差金とかが出てき

たときに、その全額を使おうとしたときに、箇所流用ってどういう形で認められるんか、

それちょっと聞きたいと思いまして。 

○委員長（谷口重和） 小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） ただいまの地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金という形で交付金を国並びに府からいただいておるわけですけれども、区
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分がご承知のとおり、地域消費喚起・生活支援型と、それから先行型の２区分に分かれ

ています。一忚この区分間での流用というのは、今のところ認められておりません。と

しますと、プレミアム商品券発行事業のほうの区分に、一忚当方からの申請といたしま

しては、これ全国的にもほとんどプレミアム商品券しか事業がほぼないんですが、多子

家庭の忚援という意味では、先行事業に入れなくてもこちらに入るという区分がありま

したんで、ここに事項を立ててはおります。この部分に対しては流用が可能というふう

に考えてはおります。 

  ただ、額のほうがそこまで吸収できるだけの事業費というのがちょっと難しいかなと

は思っておりますが、今のところ確認している内容でいきますと、流用可能なのはそこ

までと。先行型事業のほうに回すことは、ちょっと今のところは認められていないとい

うふうに理解しております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 生活支援とその分についてのプレミアムのやつは、先行型のほうに

は流用でけへんと。箇所流用でけへんということです。それはそれで、プレミアムは今、

生活支援と地域消費の分、それはそれだけやったかいな、８番目。ほかの先行型のやつ

はこの１から８までの分についてどれとどれやったか。こっち見たら、補正のところ見

たらいいねんけど、ちょっと教えてください。 

○委員長（谷口重和） 小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） 地域消費喚起型のほうはプレミアムだけの

事業立てになっております。ただ、申請上使えそうなのが多子家庭忚援保育料の軽減、

これを充てることが一忚可能なように項目だけ立ててあります、１。あとはもう全て先

行事業のほうの区分になります。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） わかりました。そしたら１から７までの分はその中で流用は可能や

と。これ、結構３７％やったら、プレミアムの部分が１，３５０万、ケツ割りよるんで、

行こうと思ったら多子家庭の分で枠をとってあるから、行こうと思ったらそこのところ

に、省令の部分に落とし込んだらいけると。そやけど、足らんな。 

  だから、それはさっきのプレミアムのほうで聞かへんでんけど、二次募集やらしてい

かんと、その分のお金はある程度のところまでは落として、多子家庭の３子目のところ

の分に充てたらいけるということなんやけども、全額そこまでの分があらへんので、二

次募集してちょっとぐらいは１，３５０万円に近づけやんといけへんなということで、
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もしその多子家庭のほうにそれでいけても、オーケーやったら二次募集もしやんとその

ままでもオーケーなんやけどね、返すというのは、やっぱりせっかくもろうた

１，５００万、もったいないわね、それ。だから、今のところ多子家庭でどれぐらいの

財源になっているんですか。 

○委員長（谷口重和） 小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） 予算ベースで約５００万円でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） １，３５０万の５０いって６２５万か、６７５万。そやから大分足

らんな。だから、３７％をもう尐し二次募集に充てて、その５００万マイナスの

８５０万ぐらいのところまで持っていかないとということを想定しておいたらええわけ

ですか。よろしいですか。わかりました。 

  それは、またそちらのほうから答えていただいて、商工のほうから、産業のほうから

商工会と話していただいたら結構ですので。このことでは、それをちょっと聞きたかっ

たんで。結構です、もうよろしいです。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、次に、財政課所管について、当局の説明を求めます。小西

理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） それでは、財政所管分の事業執行状況につ

いてご説明申し上げます。 

  ２番目の公共施設等マネジメント推進事業でございます。 

  これ、ただいま９月末の契約期間を目指しまして作業を進めております。先日も進捗

管理をいたしまして、若干、事業ごとにでこぼこございますが、進捗に合わせて一忚、

事業のめどの周期の線を入れさせていただいております。 

  固定資産台帳につきましては、一定の進捗見られておりますので、８月下旪を目標に

進めております。それから、資産データのシステム登録につきましても、９月の中旪ま

でを目標に進めております。それから施設カルテのほうが、様式等の調整をしまして、

データ収集につきましては、せんだってかなり進めましたので、ただ、期間といたしま

しては下旪いっぱいまでを見させていただいております。それらを踏まえまして、公共

施設等総合管理計画の策定を９月いっぱいでというふうに考えております。その後に計

画の運用に関しまして、システム部門含めまして、職員研修等を進めるというふうにい

たしております。以上でございます。 
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○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。稲石委員。 

○委員（稲石義一） この公共施設等のマネジメント推進事業の台帳整備とかデータ管理

についてはいいんですけれども、一番下の公共施設等総合管理計画策定、これについて

は９月末をめどにということを前回聞いておるんですけれども、これ地方創生絡みで、

いろんな地方創生のあれを読んでみますと、公共施設をどういう形で再配置、配分して

いくかということも含めて、やはり非常にキーになっていくと。 

  スリム化した組織をつくっていって、地方公共団体を細く長くというんやと思うねん

けど、そういったことも含めてスリム化も図らなければなりません中で、こういったこ

とが非常に大事になってきますということがうたわれとるんやけど、その辺の関連から

いうたら、この策定と地方創生、また総合計画での庁舎関連も含めてですけれども、関

連してきよるんやけども、９月までに結論を出せばそれで間に合うというふうに財政で

はお思いなんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） この管理計画につきましては、以前に稲石

委員さんにもご指摘いただきまして、財源のあるうちに、要するに国が誘導施策を進め

ている間に早急に手をつけようと。全国的な近隣の状況を見ますと、やはりまだ本町の

進捗状況は一歩、半歩ぐらいは先んじていると。したがいまして、どこの自治体も今年

度ないしはもう２８年度までにはつくろうとしている状況でございまして、本町といた

しましても、管理計画そのものはやはり一旦策定する必要があろうかと思っております。 

  しかしながら、おっしゃるように施設の機能面からの評価を主にしておりますけれど

も、今おっしゃっていただきましたような総合計画等の政策的な側面からの評価が必要

になった場合には、こういった管理計画上で、ある意味、理論値で導き出されたものに

対して、そういった政策的な評価を加える部分について、やはり９月以降に必要となる

場合には考慮をする点があろうかと思います。現在の時点では、できるだけ客観性を持

った数値で管理計画そのものの策定を進めてまいりたいと。この間で他計画との進捗と

の整合を図ってまいりますが、もし他計画とそういった政策面での調整が必要な場合に

は、その点も踏まえてはまいりたいというふうには考えております。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） もちろんそうやね、今言うてる９月末までに地方創生の分と庁舎の

分と総計に間に合わせたとしても、施策的な見地からの評価が求められたときに答えら
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れへんようになるんで、それはそれでその計画、他のところの計画の部分で担保してい

ただかないとできませんので、それはそのように思いますので、その辺はしっかりと二

段構えでやっていただいたら結構かというように思いますので、よろしくお願い申し上

げます。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、企画・財政課所管の質疑を終了いたします。 

  これで、日程第２、第２四半期の事業執行状況を終わります。 

  次に、日程第３、各課所管事項報告を議題といたします。 

  まず、企画・財政課所管の宇治田原町個人情報保護条例の改正予定について、当局の

説明を求めます。奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） それでは、引き続きまして、宇治田原町個人情報

保護条例の改正予定について（改正概要案）というこの資料、３枚物でございますが、

この資料に基づきまして、この条例改正の概要を申し上げたいと存じます。 

  資料につきましては、この資料と別でホッチキスどめしておりますのは、現状の町の

個人情報保護条例でございます。まだ改め文ですとか新旧対照表、現在作成しておりま

すので、あくまで現時点ではこういう改正を予定しておりますということでご理解賜れ

ばと存じます。 

  まず、条例改正の目的でございますけれども、国におきまして番号法が制定されまし

て、住民票を有する人全てに１２桁の番号が付番されます。この番号法では、新たに付

番されるこの個人番号と従来の個人情報を結びつけた特定個人情報につきまして、新た

な取り扱いのルールが規定されたところでございます。 

  この番号法の施行に従いまして、本町の個人情報保護条例におけるこの特定個人情報

の取り扱い等につきまして、番号法の規定に対忚した改正を行おうとするものでござい

ます。 

  先ほども申し上げましたが、これまでの状況でございますが、７月１３日にこの今回

の改正概要を本町の情報公開・個人情報保護審査会を開催させていただきまして、了承

いただいております。この審査会と申しますのは、字のとおり情報公開制度及び個人情

報保護制度に関する重要事項について意見を述べていただくという審査会でございまし

て、大学の教授、また弁護士の方等によります合計４名の会議でございますが、そちら

で一定お諮りをさせていただいております。あすから８月１０日までの予定でパブリッ

クコメントを実施いたしまして、大きな問題等なければ９月議会へ上程させていただき
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たいと考えておるところでございます。 

  条例改正の主な改正点をご説明申し上げたいと存じます。 

  まず１つ目、①用語の定義の追加でございます。 

  現在の条例とも見比べていただければと思うんですけれども、新たに個人番号が付さ

れた特定個人情報というのが新たにできますことから、用語の定義といたしまして、特

定個人情報という定義の追加、また情報提供等記録という、要は先ほど申し上げました

けれども、情報提供のやりとりを記録した情報、これもできますので、それは情報提供

等記録という表現をいたしております。それから、個人番号をその内容に含む個人情報

ファイルを特定個人情報ファイルと申します。したがいまして、この用語の定義のまず

追加をさせていただきます。これがまず１点でございます。 

  次のページをおめくりいただきまして、②個人情報の定義の変更。 

  今回の重要な項目になるわけでございますが、本町の条例の第２条のほうをごらんい

ただきたいんですけれども、現状本町では、個人情報のうち次の情報は除いております。

第２条の第２号をごらんいただきたいんですけれども、個人情報は云々かんぬんござい

まして、「ただし、次に掲げる情報を除く。」、法人その他の団体に関する情報に含ま

れる云々、またイといたしまして、事業を営む個人の当該事業に関する情報、これは除

くというのが現状の私どもの条例でございますけれども、これを番号法におけます個人

情報の定義では、これらの情報も個人情報に含まれております。このため、番号法にお

ける個人情報の範囲と本町条例における個人情報の範囲の整合性を図るため、今回この

上記の①、②、このただし書きの規定を削除したいと考えております。 

  この理由でございますが、条例制定当時、例外規定とさせていただきました要因とい

たしましては、法人の役員は法人の行為を法人自体にかわって行っているに過ぎませず、

これらの情報は法人の一部として考えるべきものであることですとか、事業活動上の権

利は個人の私生活に関する権利とは別に考えるべきとのことから来ておるものでござい

ます。しかしながら、当時と比べまして、現在は個人情報保護制度を取り巻く社会情勢

も大きく変化しておりまして、例えばこの役員に関する情報も役員自身の個人情報とし

ての側面も考慮する必要がありますことや、また事業を営む個人の情報は事業活動に関

する情報と私生活の情報と明確に区分できない、そういう場合も尐なくないというよう

なことですから、今回のこの時代の情勢の変化に合わせまして、今回の番号法に伴う改

正に合わせまして、法の定義と整合性を図ろうとするものでございます。これが②番で

ございます。 
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  続きまして、③番、特定個人情報の目的外利用の制限。 

  現行規定では、本町ではこの①から⑤の場合を除き、利用目的以外の目的のために個

人情報を利用してはならないというように第９条のほうでしてございます。これに対し

まして、今度、特定個人情報という新たな部分が出てまいりますが、これを利用目的以

外の目的のために利用できるのは以下の場合に限定されると。個人の生命、身体または

財産の保護のために必要がある場合であってと、以下ございますが、こういうときは法

律上、利用目的以外の目的のために利用できるのはこの場合だけということでございま

す。先ほどの情報提供等記録を目的外利用、これはもうそもそもそういう目的外利用す

る部分がございませんので、もう目的以外の利用を禁止するとなってございます。した

がいまして、特定個人情報につきましてはこういう扱いをと、それ以外の個人情報につ

きましては今までどおりというように改正をするものでございます。 

  続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。 

  ④特定個人情報の提供の制限。 

  これも現行規定では、①から⑤の場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報

を提供してはならないということになってございますが、特定個人情報が提供できるの

は番号法１９条に規定されている場合に限定されます。この番号法１９条と申しますの

は、そもそもその番号を使った事務ですね、例えば個人番号利用事務のための提供です

とか、地方税法に基づく国税連携及び地方税連携ですとか、地方公共団体の機関間での

やりとりと、そういう法律に基づく、そういうものだけ提供できますよということで、

それを新たにうたいまして、それ以外のものにつきましてはこれまでどおりという二通

りの書き方となるというものでございます。 

  それから⑤番、特定個人情報の開示請求等に係る代理人の範囲の拡大。 

  これがちょうど先ほどご質問あったところでございますが、現行条例上、開示請求、

訂正請求、利用停止請求する制度がございますけれども、これは代理による請求は法定

代理人の場合に限られております。これを法律では、特定個人情報、これにつきまして

は、開示請求等につきましては、本人の委任によります代理人からの請求も認めるとい

うようになってございます。これが実は先ほど尐し申し上げましたが、情報提供ネット

ワーク、先ほど構築されるというお話もさせていただきましたが、自分の情報提供がど

ういうふうに使われておるのかというのを、マイポータル等を利用して自分がしっかり

そういうところの本人参加の権利を自主的に使えるようにしようというのが法律の趣旨

でございます。ただ、インターネットやそういう書面請求が困難な方についても権利行
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使をできるようにする必要があるということで、法定代理人だけでなくて任意代理人も

対象に認めるというのが法の趣旨でございますので、特定個人情報につきましては、こ

のような扱いにするというものでございます。 

  それから次のページに移りまして、⑥番、利用停止請求ができる事項の追加。 

  これも現行では条例の規定に違反して収集、利用、提供されているという、こういう

ときは利用停止請求することができるとなってございますけれども、特定個人情報につ

きましては、法律に基づきまして、この番号法の規定に違反して収集、利用、提供等さ

れているときも利用停止請求をすることができるという部分が新たに加わります。また、

情報提供等記録につきましては、これはネットワークシステムにおいて自動保存される

もので、適法に取得されたものでないときや目的内利用及び提供の規定に違反している

という、そういうときが想定されませんことから、これにつきましては利用停止請求を

認めないことと法のほうでされておりますので、これにつきましても書き加えさせてい

ただくものです。 

  それから、⑦他の制度との調整でございますが、本町では、他の法令等の規定により

個人情報の開示請求に係る手続が定められている場合は、この本条例に基づく開示請求

はできませんとなってございます。これに対しまして、マイナンバー制度、この個人番

号制度では、先ほど来申し上げておりますマイポータルを通じて自己の個人情報を閲覧

できるようになります。ただ、これのほうが実際には利便性が高いということで、もち

ろん書面での請求も可能なんですが、こういうマイポータルを通じて請求することもで

きるということで、複数の開示の仕方が法律では認められておりますので、この特定個

人情報については請求の重複を認めるというものでございます。それ以外につきまして

は、現行どおりでございます。 

  それから、最終ページになりますが、⑧番、情報提供等記録の訂正の通知と。 

  この情報提供等記録に訂正があった場合、例えば記録事項が誤っていた場合などでご

ざいますけれども、これにつきましては、管理する総務大臣が記録・保管するんですけ

れども、もしそういうことがあった場合には、情報の照会者、提供者並びに総務大臣に

通知するというものでございます。これは新たに加わるものですが、法律の定めに基づ

くものでございます。 

  それから９番目、これも重要な項目でございますけれども、特定個人情報を取り扱う

事例につきまして、あらかじめ特定個人情報保護評価というものをしなければなりませ

ん。これは、対象人数が一定以上の場合に、どういう事務を扱っているんやということ
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で、それに対して評価書というものをつくらなければならないんですけれども、対象人

数が１，０００人以上という中で、本町の場合ですと１万人未満の場合でございますの

で、本町の場合ですと、この評価をしなければならない対象となりますのが、現時点で

は住民基本台帳に関する事務、個人住民税に関する事務ですとか、あと固定資産税、軽

自動車税、また国民健康保険とか国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険など、合計

１１事務がこの評価をしなければならない対象になってございます。 

  どういうものかといいますと、要はそれぞれの個人情報を扱うんですけれども、この

扱う事務でどういうふうに個人情報をしっかり守りますという法宣言をその評価書の中

でうたったり、どういう事務を扱うんやというその扱う事務の概要、また法令上の根拠、

扱っている担当部署はどこやというような一定その個々の事務ごとに評価したものでご

ざいまして、これを先ほどの国の特定個人情報保護委員会に提出しておるものでござい

ますけれども、こういう評価を行わなければならないと。 

  これ１１事務、本町にございますけれども、それはもう既に作成いたしまして国のほ

うにも報告しておるんですけれども、これを一定の数の場合ですとか大きな重大事項が

発生したとき等につきましては、この評価書の第三者点検を行う必要がございます。こ

の第三者点検というのは、第三者の組織をこしらえまして、そこでご審議いただくわけ

でございますけれども、新たな組織をつくることも可能ではございますが、本町の場合、

現在のこの情報公開・個人情報保護審査会の所掌事務に加えまして、そちらでご審議い

ただこうとするものでございます。そういう改正をするものでございます。 

  施行予定期日は番号法の施行日に合わせまして、１０月５日の予定でございますけれ

ども、条例の施行日を定めるという、以上、走りましたが、そういう観点からの改正を

予定いたしておるところでございます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ありませんか。 

  ないようですので、次に、宇治田原町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る進

捗状況について、当局の説明を求めます。奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） それでは、私のほうから引き続きまして、宇治田

原町地域創生総合戦略会議の概要をご説明申し上げます。 

  先ほど申し上げましたように、本町第１回目となりますこの戦略会議を７月１５日に

開催いたしました。 

  まずこの資料といたしまして、設置要綱や国の定めるその法律の趣旨に鑑みまして、
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本町におきましても人口ビジョン、地域創生総合戦略、その他地域創生に関する必要事

項に関することをご議論いただくということで設置要綱を設けまして、資料の２枚目に

戦略会議の委員名簿をつけさせていただいております。この一番左に産、官、学と書か

せていただいておりますが、これにつきましては、国ほうから一定通達がございまして、

この総合戦略をご議論いただく際には、産は産業関係、官というのは地方公共団体、ま

た学というのは学識経験を有される方、金は金融機関、労は労働関係、言はマスメディ

ア等、そして住民代表、こういう幅広い方々から成る総合戦略会議を設けなさいという

ことで、私どもといたしましても産官学金労言、住民代表それぞれの分野からこのよう

な方々を委員としてご委嘱申し上げて、今後議論いただく予定でございます。総勢

１２名の会議でございます。 

  そして、先般ご議論いただきました、まず策定方針（案）、これをまずご審議いただ

いております。 

  １ページをおあけいただきたいんですけれども、国でまち・ひと・しごと創生法が制

定されましたことを受けまして、そういう理念を勘案しつつ、本町の実情を踏まえた宇

治田原町のまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するというもとに、宇治田原町人口

ビジョン、そして宇治田原町の地域創生総合戦略、これを定めていこうとするものでご

ざいます。 

  対象期間といたしましては、人口ビジョンは２０４０年、平成５２年を目標とし、ま

た地域創生総合戦略につきましては、平成２７年度から３１年度までの５年間といたし

たいと思っております。 

  それから、策定時期につきましては、平成２７年度末までに策定するとしております

が、できる限りの早い策定を目指してまいりたいと考えております。 

  ５番目に検討項目（１）から（４）までございますけれども、こういう観点の項目を

検討いただく予定でございます。 

  ２ページをおあけいただきたいんですけれども、策定体制といたしましては、まず先

ほど申し上げました地域創生総合戦略会議、いろんな各種分野の方々から成る戦略会議、

１２名の方々でございますけれども、これを設置いたしまして、内部的には町長を本部

長とする宇治田原町の地域創生本部、各所属長で構成いたしますが、創生本部を設置い

たしまして策定に当たっていきたいと。なお、現在策定中の第５次まちづくり総合計画

との整合性を図るために、この総合計画の審議会、また総合計画を策定する内部の策定

会議、ワーキンググループとの連携を行っていくというものでございます。図示したも
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のがこの２ページの図示したものでございます。 

  ３ページになりますが、７番、その他といたしまして、（２）この創生総合戦略は、

ＰＤＣＡサイクルに基づき、実施した施策や事業の効果を検証していくということが一

番重要なポイントとなっております。 

  ここで参考として、総合計画とこの地方創生総合戦略の関係につきまして、ちょっと

枠内で述べております。 

  ここにございますように、この総合戦略は、法に基づき、全国の各市町村が策定する、

こういう地域の特色や地域資源を生かした、そういう内容を盛り込んだ計画です。この

総合戦略が、人口減尐の克服ですとか地方創生を目的としているものに対しまして、ま

ちづくりの総合計画は各自治体の総合的な振興・発展などを目的としておるものでござ

います。この創生総合戦略は、５年間という期間の中で、先進性、継続性のある取り組

みを軌道に乗せるための戦略を描くものでございます。 

  したがいまして、両者の目的や含まれる政策の範囲は、必ずしも同じではございませ

んで、総合戦略の計画期間が平成２７年度から５年間とされているのに対しまして、本

町のまちづくり総合計画は２８年度からでございまして、計画開始期間も乖離が生じま

すことから、本町におきましては、この総合戦略と総合計画とは別に策定することとい

たしております。しかしながら、この総合計画におきましても、人口減尐克服や地域創

生といった目的を共有し、数値目標や重要業績評価指標、これＫＰＩと呼んでおります

けれども、そういうものも設定していきたいと考えておりますので、その内容の共有化

を図ることが可能な部分は、両者を一体的に協議しつつ議論を進めたいと考えておりま

す。 

  図示しましたものがこの３ページの下でございます。三角形で囲んでおりますのが町

の総合計画でございまして、基本構想は、１、将来像、２、まちづくりの目標、３、土

地利用構想等でございまして、基本計画で政策の柱を掲げていくと。創生総合戦略のほ

うでも、人口ビジョンですとか総合戦略を掲げていくんですけれども、矢印にございま

すように、基本構想部分とこの人口ビジョンという部分がお互い連携する必要がござい

ますし、総合計画の中のこのまちづくり戦略というものが、地方創生のそういう具体的

な施策の部分とダブってくる部分もあろうかと思いますので、両者を関連して策定して

いきたいと考えておるところでございます。 

  そして、最終ページでございますけれども、こちらのほうは策定スケジュールでござ

います。 
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  人口ビジョン、それから総合戦略の策定、分けて書かせていただいておりますが、一

忚年度内というものの、できるだけ年内中にある程度の形を、策定をほぼ終了させてい

ただく中、また議会等にもお諮りさせていただく中、進めたいと考えておるところでご

ざいます。 

  ちなみに、当日ご説明申し上げました資料、人口ビジョンの資料がございます。詳細

の説明は割愛させていただきますが、１ページから前段ずっといろんな各指標、これま

での人口推移等の指標、転入・転出、出生・死亡、いろんなこれまでのデータを踏まえ

まして、１３ページ、１４ページで今後の人口をどう考えるかということで、これにつ

きましては、総合計画でもお示しさせてもらっておったところでございますが、平成

５２年に１万人を確保して年齢構造の若返りを目指そうとするものでございます。 

  具体的な考え方でございますが、１３ページにございますように、合計特殊出生率に

つきましては、現在、本町は１．３６でございますけれども、国や京都府の考え方に基

づきまして、一定３２年には１．６、またその後の平成３７年に１．７というように、

以降、平成５２年には２．０７程度と、国や京都府の目標水準に合わせて人口推計をし

ております。 

  また純移動率、これは平成１７から２２年の国勢調査に基づく純移動率が転出超過の

状態に本町はあるわけでございますけれども、これにつきましては、平成２７年から

３２年まで、これまでに転出率を今の現状の約半分ぐらいに縮小いたしまして、その後

はその値をずっと引っ張っていくと仮定すると。 

  それと３つ目、新名神や山手線の整備効果などによりまして、Ｉターン・Ｕターン等

を促進して、１，４００人程度の転入者を見込むと。 

  以上の推計から、平成５２年度で１万人を確保していきたいと。 

  １４ページには、その場合の年齢構成等を想定しておるところでございます。これも

参考にご説明させていただきました。 

  そして、最後の資料でございますが、ウエブアンケート調査の概要ということで、先

ほども申し上げましたように、総合計画の策定に当たりまして、昨年、住民の方々にア

ンケート調査をしたところでございますが、今回のこの総合戦略の策定に当たりまして、

町外の方々のご意見といいますか、お考えも一定調べたいという考え方から、ウエブア

ンケート、要はパソコンやスマホから回答していただいて、一定本町に対する見方とい

うのを知りたいということで、こういう調査を実施しようということでお諮りいたしま

した。 
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  どういう調査かと申しますと、調査会社が保有しておりますモニターを利用させてい

ただきまして、本町、それはもう登録人数がかなり大きなものですが、本町周辺の府内

の市町ですとか、府外でも大阪市とか枚方市、本町の流入・流出に関係のあるところの

地域でご登録されておられる方を約２０歳から３９歳以下の男女、この方約６００人程

度をめどといたしまして調査をしていこうとするものでございます。 

  調査方法といたしましては、今申し上げましたように、登録されているモニターの中

から、こういう地域にお住まいの方を、対象を調査会社が抽出いたしまして、その対象

者にウエブ調査会社が調査依頼のメールを発信して、受け取った方が回答して、またメ

ール送信するというような形でございます。 

  ２ページで大体図示しておりますが、今月下旪から８月上旪、２週間程度で実施した

いと考えております。 

  具体的にはどういうアンケートをするのかというところでございますが、３ページ以

降で、まず回答者の属性、年齢または性別、どういうご職業、一定お聞きいたしまして、

宇治田原町を知っておられますかということをまず聞かせていただいて、その上で本町

のホームページとか、ここには書いてございませんが、ちょっと具体的な町の施策もお

示しする中で、宇治田原町の印象をお聞きしたいと考えておりますので、そういうまず

見ていただくページをこしらえまして、４ページ以降、宇治田原町の印象はどのように

お持ちですかと。居住地を選ぶ際に重視する事項、どのようなところですかと。そうし

た上で、宇治田原町へ移住したいと思いますか、どうですかと。移住したいと思う方に

はどういうところが移住したいと思う理由ですかと。移住したいと思わないという方に

つきましては、それにはどういう助成や支援が必要ですかというようなことをお伺いし

た上で、町外の方々の宇治田原町に対する思いというのも一度つかんでいきたいという

ことで、この調査もしていきたいと考えております。 

  以上、第１回目の会議にはこういう内容をお示ししてご議論いただいたところでござ

います。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 人口ビジョンについては、前回の委員会でも、全協でも話出ました

んですけれども、これは総計の部分で一番に言うてはる部分と、将来人口ビジョンなん

で、２５年先１万人ということでしょうけれども、本当にその２５年先がこういう形に

なるんかどうかというのは慎重に見きわめておかないと、今の総合計画でいうたら基本
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構想と基本計画の年数が１０年と１５年で違うんやね。今やと１万２，５００人を将来

人口に置いてあったんやね。それのいろんなさまざまな事業をこうやりましょうとか、

まちづくりをそれを基本に押さえてきてあったわけやね。１万２，５００人になるやろ

うというたやつが、今９，７００割ったんかな。 

  そしたら、これまたぞろ１万人になりますよというて、今は９，７００割っとるやつ

を、同じことをやらんなんわけで、ここは慎重にやっぱりきちっと、私から言わせたら、

京都府と国が言うとるような目標水準と合計特殊出生率を使うことはいいのか、悪いの

かという話ですよ。そんなん国が言うてる特殊出生率は１．４６か何かやったと思うん

やけどね、今うちは１．３６か１．３３やな。京都府は全国では最下位から２番目、東

京が一番低くて、京都が全国で後ろから２番目やと。 

  そういったときに、京都の状況からすれば、そういったものを使って本当にいいのか

悪いのかというのもやっぱり慎重に見きわめておかないと、人口推計だけで１万人を維

持していきますよと、希望的観測で本当にやってええのかどうかいうのは、きちっと議

論しておく必要があると思うんですよ。そこで乖離しよったら、前と同じような形にな

るから、１万２，５００言うてたやつが、１万を割って９，７００割っておると。その

反省に立って、まちづくりで人口を呼び込むようなことを重点プロジェクトでうたいな

がら、１．３５を１．５にしようと言うて重点プロジェクトではやったわけですよね。

それが失敗してるねやんか。そういう手だては何もやっていない。尐子化対策でこうい

うのやります、これもやりますというのをやってへんわけやな。 

  だから、この前も私申し上げましたのは、１万人を維持するなら、１万人を維持する

ような子育て施策の充実施策とか、そういうようなものを一つ一つ具体化していかんと

できへんですよね。それは確認させてもらいますよと、１万人に固守するのやったら。

それは、次年度からの事業についてこうします、こうしますというのをきちっと言うて

もらわんことには、また絵に描いた餅になりますので。だから、その辺の覚悟が本当に

あるのかどうかということを含めて、その総合計画の策定委員会なり、この創生会議の

メンバーさんにきちっと言うて、町当局がそういうぐあいにデータ出したから１万人で

ええねや違うて、ほんまにそうなんかというところを議論してもらわないと。 

  これ議会へ来て、住民の代表の方々から来たやつ、議会でこんな基本構想あるかいと

言うて否決してしもうたら、これは元も子もないようになるわけで。だから、その辺を

やっぱりどういう形で取り組んでいくかというのは慎重にやらないとですね。その辺に

ついてどのようにお考えですか。 
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○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） まさに、この人口見込みを絵に描いた餅に終わら

せないためには、実際に今ご指摘いただきましたような具体的な施策をどういかにつく

り上げていくか、どういう施策を具現化していくか、そこに尽きるのではないかと考え

ておるところでございます。尐子化、また実際転出を防ぐ、また転入、お越しいただく

というようなトータル的な個々の事業を具体的に挙げていただく中で、最終的にはこの

人口ビジョンが的確なのかどうかというご判断をいただく必要があろうかと思いますが、

それに向けて具体的な施策づくりをただいましておるところでございますので、その状

況の中でまたご説明申し上げていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ただ、この１０年間、重点プロジェクトとして１．３５の合計特殊

出生率を１．５にしましょうというのがままならんわけですやん。重点プロジェクトに

入れといてもでけへん。それが今後で、その１．５をクリアしてへんのに、１．６とか

１．７とか１．８というのは、どうやったらクリアしますの、それ。 

  僕から言わせたら、これ合計特殊出生率の分について、今１．３６、平成２２年

１．３６やね。２６年のときに６５人の出生があったんですね。この前、統計書みたい

なのをもろうたけれども、６５人の出生があったんですよね。そうすると１．３３に落

ちとるんや、２２年から２６年にかけては。何でいうたら、それは６５人に落ちたんや

ね、出生数が。これを先ほど言うたみたいに１．６にしようと思ったら７８人にしやな

ならん、６５を。１．８にしようと思ったら８７人にしやなならん。６５人から３０人

ようけ子どもさんを産んでいただかなならんわけね。２．０７いうたら１０１人になら

な、この間、僕が言うた１００人と言うたそれやね。１００人産んでもらわな、今

６５であっぷあっぷしているのに、あと３５人をふやしてもらわなならん。そういう合

計特殊出生率って本当に適正な数値なんかどうかということですよ。まさに絵に描いた

餅やね、これ。 

  それで将来ビジョンをやって、どうのこうのということをやってはるんやから、具体

的に今から１０人ふやすだけでも大変やなと、こういうふうに私ら見たら思うのに、一

旦減ったやつを。何というか、その分母の分の人数も減ってくるわけやね。１５歳から

４９歳までの年齢の女性が減っていくわけですやん、これから。そしたら、ますます減

ってきて、それを高めていこうと思ったらどうしたらええかという話を議論しやんとあ

かんのですね。だからその辺は、やっぱりより具体的に３５人をふやすような方法って
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ほんまにあるのかどうかというのは、私はそれはもう不可能に近いん違うかいなと思っ

ているんです。 

  それと、ウエブアンケートの調査の概数で、宇治田原町に住みたいですか、どうかと

いう結果がもし６００人やって出て、先ほど１，４００人入ってきてもらうねやと、Ｕ

ターンとか何やいろいろ言うてはるけれども、それが本当に可能やったらええですけれ

ども、僕この結果で、ウエブのアンケートの結果で、宇治田原町へ移住、Ｕターン、Ｉ

ターン、Ｊターン、これしたくないですよということで、それだけの人数がアンケート

で出えへんだときにどうするつもりなのか、まずそれを聞きたいですよ。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） このウエブアンケートも実施しようと考えており

ますが、これだけの結果でどうこうということはなかなか難しいのではないかというよ

うな、先般この創生会議でもご意見をいただきまして、これを実施するのとあわせまし

て、例えば町内には企業さんに町外からお勤めの方もいらっしゃると。そういうところ

のアンケートもできないかというようなご指摘もいただきまして、そういうところ、要

は町外からの目と申しますか、そういうとこら辺はウエブアンケートだけでなく、ちょ

っと広い観点からお伺いするような手だても現在検討しております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） できるだけ幅広く、広範からアンケートはとったらええねんけども、

その結果、私言うてるのは一つのツールとしてそれをとったらええねんけど、結果とし

てその工業団地も含めてやった結果が余りにもひどい状況の結果が出たときに、

１，４００人としての分を置けなくなりますよね、それやと。そういった場合は、１万

人の部分は未達成になっていきよるんやから、初めからもうこの計画段階でアンケート

をとった段階から、それは構想として、ビジョンとしては腰倒れになっとるわけやから、

そういった場合はどうするんですかと聞いているんです。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ご指摘の点、しっかり受けとめさせていただきた

いと考えております。なお現在、確かに１万人ということで想定しておりますが、そう

いうアンケートの結果ですとか、具体的なその施策の策定状況に忚じまして、引き続き

その目標人口を、今の現時点では１万人と置いておりますが、そういうとこら辺も踏ま

えまして、総計また地方創生とあわせまして将来人口をどうしていくのか、しっかり考

えていきたいと考えております。 
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○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 現実の問題をきちっと受けとめて施策をどういうふうに具体的に各

論でやっていくかというのを言わないと、先ほどあったように１，４００人のＵターン、

Ｊターン、Ｉターン入れてそうやと言うて、１，４００人ふえますよと言うてる。特殊

出生率については１．６、１．７、１．８．１．９、２．０７にふやしていきますよと、

こういう刻みでふやしていきますよと言うてるねん。そんなん、私らからしたら不可能

に決まっていますよという話やね。 

  その次に、過去の事例から見たら、転入のほうがふえてあった時代があったんですね。

それをこの前の５年ほど前から転出のほうがふえてきておるんですよね。それにもかか

わらず、それは均衡しますよということの条件設定してはるねん、これ。それも危ない

話で、今の現状がここ５年ほどは転出のほうが多いんですよ。それをもうとまった形で

転入・転出同等ぐらいに置いてやっていくと、あとは１，４００人の流入、移住してき

はる人たちの部分と特殊出生率をそういうぐあいに３５人とか２５人とかふやしていく

ことによって１万人になりますよということになる。理論上はなるんや。そんなん、誰

が信用してくれるねやという話になるからね。 

  議会も賛同したんかいというたら、それはやっぱり僕今言うたみたいに、もういろい

ろ過去の統計やらとって議論しやなならんでしょう。それと同じようなレベルで総計の

委員さんとか創生会議の委員さんに言うてもらわんと、私らだけが、それおかしいやな

いかというて基本構想の部分で出てきたら、それは議案としてはこの部分は修正かけや

んとしゃあない。 

  だから、そこはやはり慎重な議論をきちっとやって、いろんなデータを過去の分を出

して、それで本当に積み上げたものなんかということをきちっとしておかないと、１万

人というのは単純にのめないですよ、それは。この辺はどうですか。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） ご指摘の意見、しっかり受けとめさせていただい

て、しっかりした議論を私どももまた審議会とかそういう皆様方にもしっかりお諮りす

る中で、ご意見等をいただいてまいりたいと考えております。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、次に、平成２７年度公共事業等の施行状況について、当局の説明

を求めます。小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） それでは、平成２７年度公共事業等の施行
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状況につきまして、別紙の報告資料をご提出させていただいております。 

  今回、２７年度の６月末ということで、第１四半期の６月末現在で取りまとめました

数値のほうをご報告させていただきたいと思います。 

  まず、契約済額でございますけれども、普通会計の分で１億７１２万７，０００円と

なっております。内訳といたしましては、普通建設事業で７，１９９万５，０００円、

それから災害復旧で３，５１３万２，０００円と。それから普通会計以外の会計で４億

６，５４６万５，０００円、計で５億７，２５９万２，０００円の契約済額となってお

ります。 

  支出済額につきましては、普通会計で１，８８５万７，０００円、うち普通建設事業

で１，６９５万７，０００円、それから災害復旧で１９０万円、それから普通会計以外

はゼロでございまして、合計が１，８８５万７，０００円となってございます。 

  比率につきましてでございます。 

  契約率ですが、普通会計で１６．８％と、昨年同期を１つ横の欄と見比べていただき

ますと、昨年同期の１４％に対して今期が１６．８％、それから内訳見まして、普通建

設事業につきまして１２．７％ということでプラス２．２％、それから災害復旧事業に

つきましては、これは契約率につきまして４８．１％となっております。それから普通

会計以外の会計につきましては５１．８％、トータルで３７．３％の契約率になってお

ります。これは前年同期値と比較いたしましてプラスで１９．１％ということで、契約

率については、昨年より大分上がっております。昨年の府内平均で２８．９％。ただ、

この部分はまた裏面の理由を見ていただければあれなんですが、繰り越し分が多分にご

ざいます。 

  それから支出済につきましては、第１四半期ですので、まだ支払いがさほど進んでは

おらないということで、普通会計で３％、それから内訳、普通建設事業で３％、災害復

旧で２．６％、合計で１．２％と、昨年同期とほぼ同じ、０．６％のマイナスの微減と

いう状況でございます。 

  裏面に主な契約額、契約率の高い主な事業、低い事業と挙げさせていただいておりま

す。第１四半期でございますので、今も申し上げましたような点で若干の偏りございま

すが、契約済額が大きくなっておりますのは、公共下水道の処理場の部分が今年度分予

算とそれから繰り越し分、それから同じく公共下水道で管渠の部分の整備事業費と繰り

越し分を合わせました契約が済んでおりますので、この部分の額的な張りは大きくなっ

ております。それから、２５年債の農地農業用の災害の部分、これはもう繰り越しでご
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ざいますが、主には時雤谷の分が繰り越した分が額としては大きくなっております。 

  逆に、契約済額、契約率がまだ進んでおらない中で予算計上額が大きなもの、これは

午前中の建設のほうで説明申し上げた執行状況とほぼ同じでございますが、山手線の用

買の分、これが用地確定に向けて調査中、それから立川の浄水場の川東の取水井ですね、

こちらのほうは新水源築造を８月、それから管工事、電気・機械設備を１０月に発注予

定となっております。それから道路長寿命化につきましては、これも午前中ございまし

たが、設計の業務委託は出しております。施工は出水期、１０月が済んでからの発注予

定となっております。それから河川改修費、これも午前中ご質問ございました実養治川

ですけれども、これは農地の収穫期の終了後に着手予定と。札入れ自体は８月４日に予

定としております。それから町道の新設改良につきましても、区要望の工事につきまし

ては７月末に入札予定して、５の４禅定寺につきましては、用地の確定次第、買収工事

を予定しております。 

  以上の第１四半期の報告でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方、挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 結構でございます。６月末で３７％、上下水道が寄与している部分

が大きいということになりますけれども、この調子でいって９月上半期末には、私がい

つも申し上げています８割いっていただければ、何とか順序よく順調に公共事業が施行

されていくというふうに思います。 

  ただ、山手線の２億のうち用地買収費が占める割合が大きいんで、これが契約率を押

し下げていくんかなと、今後思いますので、この辺については建設のほうにきちっと言

うて、測量、補償含めてきちっと対忚していただいて、この２億については年度内に繰

り越しにならないような形での用地買収の事務をやっていただきたいというふうに言う

といてください。よろしくお願いします。以上で終わります。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ないようですので、企画・財政課所管事項報告の質疑を終了いたします。 

  次に、税務・会計課所管の平成２７年度町税徴収実績について、当局の説明を求めま

す。馬場税務・会計課長。 

○会計管理者兼税務・会計課長（馬場 浩） 失礼します。 

  それでは、平成２７年度町税徴収実績表、第１四半期、６月３０日現在につきまして

ご説明をさせていただきたいと思います。 
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  ６月に町民税、個人の当初賦課を行いましたが、その調定額は４億３，５９３万

６，０００円でございまして、平成２６年度の同税目の決算見込み徴収率９８．４５％

を乗じますと４億２，９１８万円程度になりまして、当初予算を約５５０万円程度上回

ることとなります。 

  固定資産税及び軽自動車税につきましては、６月の総務産業常任委員会でご報告をさ

せていただいておるところでございますが、固定資産税につきましては当初予算額を

１，９００万円程度上回る、また軽自動車税につきましては１５万円程度の予算割れと

なるところでございます。 

  次に、徴収率でございますが、町民税、法人の滞納繰越分でマイナスの１４．９％と

なっておりますが、これは調定額が５５万５１２円と極めて尐額であることが影響して

いるものと分析をしているところでございます。 

  固定資産税の滞納繰越分で、前年同期対比マイナス６．３％となっておりますが、滞

納者リストを分析してみますと、昨年度に比べて特に大口の滞納者がいるというような

こともないことから、尐なからずとも景気低迷等の影響を受け、収入未済額がふえてい

るものと判断を一定いたしているところでございます。 

  表の一番右下でございますけれども、全税目の合計の徴収率は、前年同期対比

０．４％上回っておりますことから、全体といたしましては、今のところほぼ順調に町

税の徴収が行えているものと考えておるところでございます。 

  いずれにいたしましても、引き続き徴収率の推移を注視する中で、京都地方税機構と

連携し、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えておるところでございますので、ご理

解賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方、挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 現年がそれぞれ徴収率が上がっておるということで、現年で取って

いくというのが基本になりますので、伸びておるというのは非常にいい傾向やなと。た

だ、滞納分についてはマイナスになっておりますと。税機構に移行してからそういうこ

とがないんですよというて言うてはったんで、これから滞納分については、税機構のほう

できちっと入っている成果が上がるような形でやっていただいたらいいのかなと思います。 

  現年が調定も含めて上向きにあるというのは、これはやはり景気が上向いたのかなと

思ったりするんやけども、いつも町長は、まだこのまちには実感されないというような

ことをおっしゃっていますけれども、これ見ておったら、固定資産税は評価替えで土地
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が下がったさかい結構やけど、個人住民税なんか見たら、調定が上がっておるんで、そ

ういうことが所得が上がったんかなというふうに思いますので、なかなかいい傾向やな

とは思います。徴収率についてもなお一層、徴収率の向上に向けて頑張っていただきた

いというふうに申し上げて終わります。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

  ほかにないようですので、税務・会計課所管事項報告の質疑を終了いたします。 

  これで、日程第３、各課所管事項報告を終了いたします。 

  次に、日程第４、その他を議題といたします。 

  委員から何かございましたら、挙手願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ありがとうございます。 

  当局から何かございませんか。 

（「ないです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ありがとうございます。 

  事務局からありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ありがとうございます。 

  ほかにないようでございますので、日程第４、その他について終了いたします。 

  これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  本日は、継続審査及び平成２７年度第２四半期の執行状況並びに所管事項報告を受け

たところです。継続審査につきましては、先ほども申し上げましたが、９月定例会開会

中の委員会において方向性を出していきたいと考えておりますことを改めて申し上げて

おきます。 

  本年度も第２四半期に入り、事業が本格的に実施されていくこととなりますが、各課

におかれましても、早期の事業着手、執行を念頭に置き、業務の遂行に努めていただく

よう強く求めておきます。 

  なお、委員会は定期的に開催することを基本としておりますことから、委員各位、ま

た町当局におかれましてもよろしくお願いいたします。 

  以上で、本日の総務産業常任委員会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

閉  会   午後４時０４分 
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